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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  
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              午後 ２時５６分  散会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 弘  豊 副委員長 嶋野浩一朗   委  員 村上 英明 
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  事務局次長 大西 健一  同局書記 速水 知沙 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 令和４年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第１０号 令和３年度摂津市一般会計補正予算（第１５号）所管分 
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（午前１０時 開会） 

○弘豊委員長 ただいまから、文教上下水

道常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は嶋野委員

を指名します。 

 昨日に引き続き、議案第１号所管分及び

議案第１０号所管分の審査を行います。 

 本２件について補足説明を求めます。 

 橋本次世代育成部長。 

○橋本次世代育成部長 議案第１号、令和

４年度摂津市一般会計当初予算のうち、次

世代育成部が所管いたします事項につき

まして、予算書の事項別明細書の目を追っ

て、その主なものについての補足説明をさ

せていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 予算書３０ページ、款１３分担金及び負

担金、項１負担金、目１民生費負担金は私

立保育園並びに市立認定こども園の保育

料、通所給付費負担金などでございます。 

 同ページ、款１４使用料及び手数料、項

１使用料、目２民生使用料は子育て総合支

援センター遊戯室使用料などでございま

す。 

 ３２ページ、目６教育使用料は学童保育

室保育料でございます。 

 ３６ページ、款１５国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は私立保

育園等の運営に対する教育・保育給付費負

担金、通所支援等負担金、児童手当負担金、

児童扶養手当負担金などでございます。 

 ３８ページ、項２国庫補助金、目２民生

費国庫補助金は、第１児童センターの施設

改修などに対する次世代育成支援対策施

設整備交付金、児童虐待・ＤＶ対策等総合

支援事業費補助金、延長保育事業や一時預

かり事業などに対する子ども・子育て支援

交付金、保育士宿舎借上支援事業などに対

する保育対策総合支援事業費補助金、保育

所等整備交付金、学童保育室の施設改修な

どに対する子ども・子育て支援整備交付金、

子ども食堂への運営支援に対する地域子

供の未来応援交付金、保育士等処遇改善臨

時特例交付金などでございます。 

 同ページ、目３衛生費国庫補助金は母子

保健総合支援補助金でございます。 

 ４０ページ、目７教育費国庫補助金は支

援教育就学奨励費補助金などでございま

す。 

 ４４ページ、款１６府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金は、私立保育園

等の運営費に対する教育・保育給付費負担

金、通所支援等負担金、児童手当負担金な

どでございます。 

 ４６ページ、項２府補助金、目２民生費

府補助金は、子ども・子育て支援交付金、

大阪府新子育て支援交付金、子ども並びに

ひとり親家庭に対する医療費補助金など

でございます。 

 ４８ページ、目８教育費府補助金はわく

わく広場などに対する教育コミュニティ

づくり推進事業費補助金などでございま

す。 

 ５０ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入は私立認定こ

ども園への建物貸付収入でございます。 

 ５６ページ、款２０諸収入、項３貸付金

元利収入、目１奨学資金貸付金元金収入は

奨学資金貸付金の償還金でございます。 

 ６０ページ、項４雑入、目２雑入は、認

定こども園職員等給食費負担金、児童主食

費負担金、各種予防接種負担金などでござ

います。 

 続きまして、歳出でございます。 

 まず、民生費についてご説明いたします。 

 １１４ページから１１８ページ、款３民
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生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務

費は委託料で、ファミリーサポートセンタ

ー、児童センター及び児童発達支援センタ

ーの運営委託料、負担金補助・及び交付金

で児童福祉施設整備費補助金、つどいの広

場に対する地域子育て支援拠点事業補助

金、子ども食堂運営事業補助金、私立保育

園等の運営に対する教育・保育給付費負担

金、扶助費で児童発達支援事業等に係る通

所給付費などでございます。 

 １１８ページ、目２児童措置費は扶助費

で、児童手当及び児童扶養手当などでござ

います。 

 同ページから１２０ページ、目３児童福

祉施設費は市立認定こども園３園の施設

管理、運営に係る経費、私立保育園等への

障害児保育補助金などでございます。 

 １２０ページから１２２ページ、目４ひ

とり親家庭福祉費はひとり親家庭の自立

支援に係る経費などでございます。 

 目５子ども医療助成費及び目６ひとり

親家庭医療助成費は子ども及びひとり親

家庭に対する医療費助成に係る経費でご

ざいます。 

 続きまして、衛生費についてご説明いた

します。 

 １２８ページから１３０ページ、款４衛

生費、項１保健衛生費、目３母子衛生費は

委託料で、乳幼児、妊産婦を対象とした健

診、子どもの各種予防接種に係る経費、扶

助費で未熟児の入院に係る養育医療費給

付金などでございます。 

 続きまして、教育費についてご説明いた

します。 

 １７４ページ、款９教育費、項１教育総

務費、目２事務局費は扶助費で、私立高等

学校等学習支援金などでございます。 

 １８２ページ、項２小学校費、目２教育

振興費、及び、１８６ページ、項３中学校

費、目２教育振興費は要保護及び準要保護

の児童・生徒に対する扶助費などでござい

ます。 

 １９０ページ、項４幼稚園費、目１教育

振興費は私立幼稚園園児の保護者に対す

る施設等利用給付費負担金でございます。 

 １９２ページから１９４ページ、項５社

会教育費、目２青少年対策費は学童保育室

の運営及び学童保育室増設に係る工事並

びに設計等に係る経費でございます。 

 戻っていただきますが、８ページにござ

います第３表債務負担行為のうち、とりか

いこども園建設事業（令和４年度）につき

ましては、とりかいこども園実施設計委託

が令和４年度から５年度までの２か年に

わたりますことから、令和４年度は一部現

計予算に計上の上、令和５年度分の限度額

を設定するものでございます。 

 以上、次世代育成部が所管いたします令

和４年度一般会計歳入歳出予算について

の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１０号、令和３年度

摂津市一般会計補正予算（第１５号）のう

ち、次世代育成部に係ります事項につきま

して補足説明をさせていただきます。 

 はじめに補正予算書６ページ、第２表繰

越明許費の追加をご覧ください。 

 款３民生費、項２児童福祉費、家庭児童

相談事業は、家庭児童相談システムの更新

において半導体供給不足の影響でコンピ

ュータ機器の納入等が翌年度にわたりま

すことから繰越しするものでございます。 

 次に、子育て世帯臨時特別給付金事業は

１８歳以下の対象となる子ども一人当た

り１０万円を支給する子育て世帯臨時特

別給付金において、令和４年３月３１日ま

でに出生いたしました新生児等に支給す
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るため予算の一部を繰越しするものでご

ざいます。 

 続きまして、増額補正の主なものについ

てご説明いたします。 

 まず、歳入でございます。 

 １６ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目２民生費国庫補助金のうち、

保育士等処遇改善臨時特例交付金は国の

経済対策として保育士等の処遇を改善す

るための補助金でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 ４２ページ、款３民生費、項２児童福祉

費、目１児童福祉総務費のうち、保育士等

処遇改善臨時特例補助金は、先ほどの補助

金を受けまして民間園に交付するもので

ございます。なお、学童保育分につきまし

ては、６２ページ、款９教育費、項５社会

教育費、目２青少年対策費のうち、学童保

育室運営業務委託料にて令和３年度の不

用額見込みと精査の上、減額としておりま

す。 

 過年度分国庫返還金につきましては、令

和２年度国庫補助金の実績報告に伴いま

す返還金でございます。 

 そのほか、事業を精査し、不用額を減額

するものでございます。 

 以上、令和３年度一般会計補正予算（第

１５号）の補足説明とさせていただきます。 

○弘豊委員長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

 出口委員。 

○出口こうじ委員 予算概要から数点質

問させていただきます。 

 １１６ページ、一番下の小学校就学援助

事業で、経済的理由で就学困難な児童に対

する学用品等の援助ということで、この補

助の割合や、申請方法、どのように周知さ

れているかというのをお聞かせください。 

 続きまして、１２６ページ。学童保育事

業についてなんですけども、この学童保育

室の運営で、半分ぐらい委託されていると

いうことなんですけど、どれぐらいの割合

とか、委託先とか、先生が何人ぐらいいら

っしゃるのかとか、学童児童で実際何人ぐ

らいのお子さんが預けられているのか

等々をお聞かせください。 

 続きまして、５６ページ、家庭児童相談

事業についてなんですけども、これについ

ては、悲しい虐待事件の後、何回も協議さ

れてきました。この「悩みや不安を抱えて

いる児童及び保護者の相談に応じ、その解

決を図るための経費」とありますが、これ

は大体何件ぐらいがあって、どういう対応

をされているかをお聞かせください。 

 続きまして、５８ページ、児童虐待防止

キャンペーン事業、これについてお聞きし

たいんですけども、前年度より予算が上が

っています。どういう内容のことをされて

いるかというのをお聞かせください。 

 続きまして、６８ページ、子育て世代包

括支援事業についてお聞かせください。産

前産後ヘルパー派遣委託料や産後ケア業

務委託料、この内容をお聞かせください。 

 １回目は以上です。 

○弘豊委員長 それでは、答弁を求めます。 

 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、就学援助

についてでございます。 

 こちらの事業につきましては、学校教育

法に定められておりまして、先ほど、委員

がおっしゃられましたように、経済的な理

由によりまして就学が困難な方に対して、

学用品費や、校外活動、また修学旅行費、

そちらのほうの費用を援助しているもの

でございます。 

 毎年４月に申請を受け付けまして、それ
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から所得制限がございますので、税の確定

が大体６月ぐらいになりますので、そこか

ら判定をいたしまして、１回目の支給が８

月、２回目が１月、最後４月という形で支

給をさせていただいております。 

 令和２年度の就学援助率でいきますと、

小学校で２０．４９％、中学校で２４．３

５％、全体で２１％の児童・生徒が就学援

助を受けているという形になっておりま

す。 

 それと次に、学童保育でございます。 

 学童保育、まず委託なんですけども、今、

学校で１０校あるうちの３校です。鳥飼小

学校、鳥飼東小学校、三宅柳田小学校、こ

の３校、委託をしておりまして、委託先と

しましては市内の社会福祉法人に現在お

願いをしておるところでございます。 

 現在、指導員の受験資格としましては教

員や保育士の免許のある方。ただ、子育て

支援の経験者であったり、または子育て支

援に熱意のある方、こういう方々にも資格

といいますか、受験資格があるものでござ

います。 

 今、全体で約１００名の指導員がおりま

して、入室児童につきましては、令和４年

度で１，０００人を超える程度の人数にな

っているところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 古賀課長。 

○古賀家庭児童相談課長 そうしました

ら、家庭児童相談事業の虐待の対応でござ

いますけれども、令和３年度は、令和４年

２月末現在で通告件数が５４１件となっ

ており、令和元年度と同月比で高い水準で

推移をしております。 

 それで、対応につきましては、市で虐待

通告を受けた場合は、通告内容を確認した

上で庁内関係課が持っている世帯の情報

を収集いたしまして、家庭に潜んでいるリ

スクを検討した上で対応方針を決定いた

しております。 

 それで、最終的には保護者への指導も行

いますけれども、このような家庭では経済

的な困窮ですとか、また、保護者が精神的

な不安定、また、ＤＶなど様々な課題を抱

えている世帯も多くありますことから、関

係機関と連携して継続した支援に努めて

いるところでございます。 

 続きまして、オレンジリボン児童虐待防

止キャンペーン事業の内容でございます

けれども、例年１１月に児童虐待防止月間

といたしましてオレンジリボンをＰＲす

るキャンペーンを実施いたしております。 

 内容といたしましては、街頭啓発ですと

か、パネル展示、市役所、ＪＲ千里丘駅で

ののぼりですとか横断幕設置、公共施設巡

回バスへのマグネットシートなどを実施

しておるところでございます。 

 令和４年度につきましては、三島地域の

子育て支援団体等が組織されてます三島

子育てネットが主催されるオレンジリボ

ンフェスタが、本市で開催されるというこ

とでありますので、そこに参画、協力いた

しまして、市民の啓発活動に取り組んでい

くということでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 それでは、ただいま

のご質問のうち、出産育児課に係るご質問

に対しましてご答弁申し上げます。 

 子育て世代包括支援事業の中の産前産

後ヘルパー派遣委託料と産後ケア業務委

託料の事業内容についてでございます。 

 産前産後ヘルパー派遣事業に関しまし

ては、令和２年１０月から開始いたしてお

りまして、産婦の身体の回復であったり、
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産後うつを予防するために産後６か月未

満の世帯を対象といたしましてヘルパー

を派遣し、家事や育児の援助を行うという

内容となっております。 

 その内容をより利用しやすい制度とす

るために、令和４年の４月からその利用期

間を産後６か月から産後１年未満へと期

間延長するものでございます。 

 続きまして、産後ケア事業についてです

けれども、こちらも産前産後ヘルパー派遣

事業と同じく、産婦の身体の回復や産後う

つ等を防止するために産後４か月未満の

方を対象に事業を実施しておりますけれ

ども、こちらもより利用しやすい制度とす

るよう、その利用期間を４か月から１年未

満へと延長するとともに、現在提供してお

ります宿泊型、病院へ宿泊する、デイサー

ビス型、病院へ行ってデイサービスを受け

るという型に加えまして、助産師が産婦の

自宅においてケアを行う訪問型というの

を新規で追加するものでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 では、出口委員。 

○出口こうじ委員 ２回目の質問をさせ

ていただきます。 

 確かに小学校就学援助事業は、ひとり親

のお母さんにも役立っていると思います。 

 私も小学生の頃、ひとり親だったので、

これを母親が利用して学校へ行かせても

らった記憶があります。引き続き、補助が

必要な児童に援助をよろしくお願いしま

す。要望とさせていただきます。 

 続きまして、学童保育については、鳥飼

北小学校で私の娘もお世話になっており

ます。代表質問で何度か質問されたと思う

んですけども、これも要望になるんですけ

れども、高学年の入所や土曜日保育に、

様々な問題があると思うんですけども、こ

れができるように要望とさせていただき

ます。 

 続きまして、虐待問題です。最近、本当

にいろんな新聞やニュースで、毎日のよう

にあちこちで虐待事件を目にするような

気がします。こういう虐待問題というのは、

根が深いというか、すごく難しい問題だと

思うんです。摂津市においても悲しい事件

がありましたが、前向きに虐待防止のキャ

ンペーンを１１月にされるということな

ので、市民への周知をしっかりしていただ

いて、虐待を本当に防ぐということを行っ

てください。これも要望とさせていただき

ます。 

 最後、子育て世代包括支援事業です。 

 最近のコロナ禍で産み控えをされるお

母さんが結構いるみたいで、やっぱりこう

いう仕組みがあると安心して赤ちゃんを

産んで育てられる、いい取り組みだと思い

ます。 

 あるところでは、産み控え解消のために、

妊娠した段階や、出産した段階で、別の給

付金を渡すというような取り組みをされ

ている自治体があるそうです。摂津市では、

予算的には難しいかもしれないですけど、

そういう取り組みができましたらやっぱ

りお母さんも不安軽減になって、子育てし

やすい形になると思いますので、これも要

望としておきます。 

 私からは以上です。 

○弘豊委員長 では、続けていきます。 

 西谷委員。 

○西谷知美委員 私も予算概要から質問

させていただきます。 

 １番目が５４ページの民間保育所等施

設整備補助事業で、せっつ幼稚園がこども

園となって民営化されるということです

けども、整備の進捗状況についてお聞かせ
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ください。 

 あと、安威川以北の特に健都エリアにお

いて保育園が不足しているという実態が

あるので、そちらの予算も入っているのか

どうかというところをお聞かせください。 

 ２番目、５６ページの子ども食堂に関す

る質問です。 

 今、市内に何団体ぐらいその食堂を運営

されているところがあるのかと、その食堂

は１小学校に一つあるのが望ましいとい

うことなのですが、現状では、どのエリア

に不足しているかということをお答えく

ださい。 

 今回、３８０万円、予算計上されていま

すが、その団体に対する要件や募集方法な

ど、どうされるのかをお聞かせください。 

 ３番目が、家庭児童相談事業において、

仮称保育ソーシャルワーカーを募集され

ると思うんですが、こちらの会計年度任用

職員報酬において、仮称保育ソーシャルワ

ーカーだけでこれだけの金額じゃないと

思うので、現状、何人必要とされているの

か、この予算で何人ぐらい雇用をする予定

かということをお聞かせください。 

 仮称保育ソーシャルワーカーについて

は、どのような人材を募集するかという辺

りもお聞かせいただければと思います。 

 次、４番目、５８ページ、助産施設入所

承諾事業があるんですが、こちらを具体的

にお聞かせください。 

 その下の５番目、ファミリーサポートセ

ンター運営事業ですが、現在の登録人数や

利用率、ここ二、三年の稼働率などをお聞

かせください。 

 ６点目、６０ページ、母子福祉会補助事

業ということで、こちらの摂津市母子福祉

会についてです。私が運営していますＮＰ

Ｏ法人に、四、五年前になりますが摂津市

母子福祉会のメンバーの方が相談に来ら

れました。今、若いお母さんがなかなか加

入してくれないという相談でした。摂津市

母子福祉会という、名前もかたいですし、

この組織の成り立ちが戦後の戦争未亡人

みたいな方を対象に立ち上がったってい

う経緯があるようで、内容的に今の時代の

シングルマザーに見合ってないのかと感

じます。市直属の機関ではないんですけれ

ども、悲しい虐待事件もやっぱりシングル

マザーであったということからしても、今

のシングルマザーにとっての相談先とな

る、民間の機関のほうがやっぱり行きやす

いっていう面はあると思います。だから、

そういった形にできるような参加しやす

い工夫というのを検討いただきたいとい

うところで、そういうアイデアがあるのか

どうかっていうところをお聞きいたしま

す。 

 ７番目、６８ページ、多胎児移動支援サ

ポーター派遣委託料が計上されているん

ですが、こちらはどのような方をサポータ

ーとして募集するのかっていうのと、現在、

何名ぐらいいらっしゃるのかというとこ

ろで詳しくお聞かせください。 

 ８番目が、先ほど、出口委員も質問され

たんですが、産前産後ヘルパー事業で、利

用が半年から１年に延長になったという

ことです。予算が２０万円増額されている

んですが、こちらで足りるのかというとこ

ろと周知方法についてもお聞かせくださ

い。 

 ９番目、子宮頸がんワクチンが令和４年

度から入っていると思うんですけれども、

接種状況と副反応に心配があって一旦取

りやめがあったと思うので、そちらに対す

る周知の仕方等をお聞かせください。 

１０番目、１１６ページの就学援助なんで
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すが、８月、１月、３月の支給ということ

で、収入によってまた審査があるというこ

とですが、この８月に支給というタイミン

グを考慮いただけないかと思います。 

結局、入学のときにとてもお金がかかる

はずなので、収入はある程度見越して、２

月や３月上旬に支給して、次の８月のタイ

ミングで収入がすごく上がっていたら、そ

こで差額精算させてもらったらいいのか

と思います。経済的な理由で大変なご家庭

に合わせた就学援助の支給のタイミング

についてどう実行されているかというと

ころをお聞かせください。 

 児童発達支援事業についてです。これは、

要望なのでお伝えしておきます。今、つく

し園が鳥飼地区にありますが、人口増とな

っているのは安威川以北エリアであると

いうことから、やっぱりそちらに利用希望

の方が集中しているというところがあり

ます。鳥飼方面まで安威川以北から連れて

いくのが大変といったお声もあるので、安

威川以北エリアにつくし園の出張所であ

ったり、今後の利用率を考えたら安威川以

北にもそういった施設が必要なんじゃな

いかということで、要望としてお伝えして

おきます。 

 以上、１０点です。 

○弘豊委員長 それでは、順番に答弁を求

めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、予算概

要５４ページの民間保育所等施設整備補

助事業の内容でございます。 

 こちら、まず、せっつ幼稚園の民営化と

ともに建て替えるというところの進捗状

況というところでございます。 

 せっつ幼稚園につきましては、この令和

４年４月に認定こども園として民営化し

てまいります。引継ぎ事業者によって園舎

の建て替えを行ってまいりますが、９０名

の保育定員を設定いたしまして、令和５年

夏頃の開園を予定しておるという状況で

ございます。 

 また、もう一つ、この予算の中には、お

っしゃっていただきましたように、安威川

以北の、特に千里丘地域の待機児童がふえ

ているというところで、安威川以北地域に

保育所の分園、または小規模保育事業の整

備を計画しております。 

 できれば、ＪＲより北側で整備したいと

考えておるところなんですけれども、そこ

に物件があるかというような問題もござ

いますけれども、また、子ども子育て会議

でもご意見をいただきながら、令和４年度

に募集をかけて、令和５年４月の開園を目

指していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 二つ目の子ど

も食堂についてでございます。 

 まず、市内にある団体数ですけども、今、

うちのほうで把握しているのが７団体で

ございます。 

 エリア分布の状況ですけれども、味舌小

学校区で３施設、千里丘小校区で２施設、

鳥飼小校区と別府小校区で各１施設とな

っております。 

 要件としましては、今、要綱を作成して

おるんですけども、毎月１回の開催であり

ますとか、食中毒等を予防するために食品

衛生責任者の養成講習会を受講してもら

うとか、あと、子どもを見守る中で相談を

受けたときなどに必要な関係機関につな

げていただくとか、そういうことを要件に

したいと考えております。 

 募集方法につきましては、一般的にホー
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ムページでありますとか、初めての事業に

なりますので広報のほうで特集を組んで

もらったり、また、現在子ども食堂をやっ

ていただいているところに、新たにやって

みたいと希望される方は恐らく相談にも

行かれるかと思いますので、現在活動され

ているところからも広く周知していただ

けたらと考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 古賀課長。 

○古賀家庭児童相談課長 そうしました

ら、家庭児童相談事業の会計年度任用職員

報酬の内訳でございますけれども、まず、

虐待対応に従事するケースワーカーが２

名おりまして、その分を５６８万６，００

０円、それと仮称保育ソーシャルワーカー

が１名分２８４万３，０００円、それと発

達相談等を担当する心理職が４名分、８９

２万６，０００円、あと、虐待通告等があ

った際の初期調査を行う事務職員が１名

分、２０９万６，０００円を計上いたして

おります。 

 続きまして、仮称保育ソーシャルワーカ

ーにどのような人材を募集するのかとい

うことでありますけれども、仮称保育ソー

シャルワーカーにつきましては、虐待対応

の視点を持って、保育所における児童の日

常の様子ですとか、また、保護者との関わ

り、リスク情報などを総合的にとらえて家

庭児童相談課のケースワーカーにつなぐ

といった役割を担うため、医療ですとか、

福祉、教育、行政機関の機能などを熟知す

る社会福祉等の専門職を予定いたしてお

るところでございます。 

○弘豊委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 それでは、４番目の

質問の助産施設の実施内容についてご答

弁申し上げます。 

 助産施設の実施内容ですけれども、児童

福祉法において、必要があるにも関わらず、

経済的理由により入院、助産を受けること

ができない妊産婦に対し、助産施設におい

て助産を行わなければならないとされて

おりまして、助産施設での出産に係った費

用を市が負担するものでございます。 

 続きまして、５番目の質問のファミリー

サポートセンターの登録人数と同利用状

況についてご答弁申し上げます。 

 まず、利用状況でございますけれども、

経年で申し上げますと、令和元年度が２９

４件、令和２年度が３３２件、令和３年度

が１月末現在で４７６件となっておりま

して、ここ数年は年々増加しておるところ

でございます。 

 併せて登録人数でございますけれども、

ファミリーサポートセンター事業におき

ましては、依頼会員、援助会員、両方会員

と三つのパターンがございまして、まず、

依頼会員ですけれども、令和２年度が２２

７名、令和３年度が２４１名となっており

ます。援助会員ですけれども、令和２年度、

令和３年度共に９２名となっております。

両方会員につきましては、令和２年度、令

和３年度共に４２名となっております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 ６番目の母子

福祉会の件についてでございます。 

 現在の取り組みとしましては、各種大阪

府での母子福祉大会への参加であります

とか、母子福祉推進委員の研修の参加であ

りますとか、あとは親睦を図るためのバス

旅行などを行っております。 

 また、地域において身近な相談者としま

して、各小学校区域ごとに１名ずつ、大阪

府知事が委嘱しております母子福祉推進
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委員という方がおられまして、母子家庭か

らの悩み事や心配事などの相談に応じる

取り組みもやっているところでございま

す。 

 ただ、先ほど、委員がおっしゃいました

ように、会員数の減少傾向にありますこの

会員の確保がやはり課題となっておりま

して、他市では会員確保に向けて、若い世

代の方がＳＮＳで活動状況を発信すると

か、そういう取り組みをしているというと

ころもございます。 

 大阪府での集まりの中で、どういう会員

獲得をしているのか、また、母子福祉会に

おいて情報収集もしていただきながら、好

事例を参考に取り組んでいくようにして

いかないといけないと考えております。 

 委員がおっしゃいましたように、世代が

替わって内容も大きく変わってくる時期

だと思いますので、やはり社会の状況が変

わったとしましても、母子家庭の方々のや

はり心のよりどころといいますか、そうい

う団体になれるように、今後も創意工夫を

していく必要があると考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 ７番目の質問の多

胎児移動支援サポーターの内容について

ご答弁申し上げます。 

 ご質問内容が、現在の登録であったり、

募集状況であったりだったかと思います。 

 多胎児の移動支援サポーター派遣につ

きましては、令和４年度からの新規事業と

なっておりまして、この事業に関しては、

事業主体は出産育児課ではございますが、

委託を予定しておりますので、派遣するサ

ポーターに関しましては委託先のサポー

ターとなってまいります。 

 そのサポーターの条件といたしまして

は、子育て経験、もしくは保育の経験があ

る方と想定をしておるところでございま

す。 

 続きまして８番目の質問、産前産後ヘル

パー派遣事業についてでございます。 

 予算が２０万円増であるという点と、あ

と、周知方法についてのお問でございます。 

 こちらに関しましては、令和４年度から

利用期間を６か月未満から１年未満へと

延長するところでございますけれども、令

和３年度と比較いたしまして、令和４年度

予算が２０万円の増加となっております

理由は、令和２年度の１０月からこの事業

を実施しておるんですけれども、約１年が

経過いたしまして事業が安定したことか

ら、需要が読めるようになってまいりまし

た。まず、令和３年度の予算が見込みで取

っておったところ、若干過剰なところがご

ざいましたので、そちらの分を削減いたし

まして、その削減した部分に上乗せして今

回の１年未満への延長の分を足し合わせ

まして２６０万円の予算としたところで

ございます。 

 この制度の周知方法でございますが、出

産育児課においては妊婦の全数面接を実

施しておりまして、一人一人窓口でお話を

しているんですけれども、必ず出産育児課

で準備している制度をご説明するように

しております。 

 また、妊娠届のときだけではなく、出生

届のときも一人一人にご案内をいたして

おるところでございます。 

 続きまして、９番目の子宮頸がんワクチ

ンの接種状況と、ワクチンの副反応につい

てでございます。 

 まず、接種率の推移についてですけれど

も、こちらは平成２５年度に定期接種化さ

れまして、接種率については、１回目の接
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種を終えた方で出しておるんですけれど

も、かなり数字としては低くなっておりま

す。 

 具体的に数字を申し上げますと、平成３

０年度が０．０％、令和元年度が０．１％、

令和２年度が１．８％、令和３年度が１月

末現在で５．０％となっております。 

 ワクチンの安全性等に関する周知方法

でございますが、この対象は小学校６年生

から高校１年生世代の女性なんですけれ

ども、その全ての方に個別で、ワクチンの

安全性であったりとか子宮頸がんという

病気についてというところのリーフレッ

トを送付するところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 １０番目の就

学援助についてでございます。 

 先ほどの出口委員の質問での答弁で、就

学援助の説明をさせていただいた件につ

きましては、一般的に学用品費でありまし

たり、校外活動費、入学してからのものに

ついての支給を説明させていただきまし

た。西谷委員がおっしゃられました、特に

お金のかかる入学準備金につきましては、

以前は入学されてからの８月に合わせて

支給をしておったんですけれども、実は平

成３０年度から、入学される前の２月に前

倒しをさせていただきまして実施してお

るところでございます。 

 入学に必要なものについては大体２月

初旬に学校のほうで入学説明会が行われ

ますので、それから購入されるということ

ですので、２月に支給することでほぼ購入

時期に合致しているのではないかと考え

ております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 では、２回目の質問、西谷

委員。 

○西谷知美委員 １番目の質問、せっつ幼

稚園から民間委託して建て替えのスケジ

ュールについてご説明ありがとうござい

ました。 

 安威川以北に関する保育所について、小

規模園等を探しているというところで、オ

ープンが令和５年４月を見越して動き出

すということです。現状、令和４年４月入

園希望の待機児童は、概算で結構ですので、

どれぐらい安威川以北でいらっしゃるの

か、２回目の質問とさせていただきます。 

 二つ目の、子ども食堂についてですが、

味舌小学校区に三つ、千里丘小学校区に二

つ、鳥飼小学校区と別府小学校区で一つず

つということです。 

 このエリアで見ますと、必要そうなとこ

ろに少ないという感じがいたします。この

件というのは、鳥飼グランドデザインのま

ちづくりに非常に関係してくるかと私は

思っております。 

 やはり鳥飼エリアには市民団体みたい

な、ＮＰＯ法人とかが少なかったりする気

がするので、市民活動を盛り上げていく、

地域の活動を盛り上げていくということ

が必要だと思います。先ほどお聞きした周

知方法が割と民間頼りというか、今ある団

体にもう一個ふやしませんかとか、誰かや

る気のある人を知りませんか、という形で

声がけするみたいな答弁だったと思いま

す。積極的にグランドデザインとも関連さ

せて市民活動を盛り上げていくような形

で食堂をつくっていくっていうのは、すご

く地域の方々の力も必要ですし、行政と地

域の方々が結びつく絶好の機会でもあり

ます。せっかく予算も取っていただいてい

るので、広報せっつをつくっている広報課

であったりとか、鳥飼グランドデザインの
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プロジェクトチームの方々と、課を超えて

相談していただけたらと思います。要望と

しておきます。 

 ３番目、その家庭児童相談課の会計年度

任用職員について、かなりの増員をしてい

ただいて、今回の事件に対する摂津市とし

ての意気込みが伝わる人員体制かと思い

ます。 

 ２回目の質問といたしまして、新しく採

用する方の募集をかけているところだと

思うんですけれども、応募状況の現状をお

聞かせいただければと思います。 

 ４番目、助産施設について具体的に説明

ありがとうございました。 

 摂津市内には、出産に悩みを抱えるお母

さんが多いという現状もございますので、

このような制度があることは、安心して出

産できる体制づくりになっているかと思

います。 

 ５番目のファミリーサポートセンター

についてなんですけれども、年々ふえてい

るということで、ただ、援助会員が依頼会

員に対して非常に少ないということがあ

るので、募集についてどういった工夫をし

ているか。募集をいつも社会福祉協議会に

委託していると思うんですけれども、そち

らの冊子で募集している以外では、たまに

広報せっつに載っているぐらいしか私の

記憶にないんですが、どういった工夫があ

るかということを２回目の質問とさせて

いただきます。 

 ６番目、母子福祉会について詳細な説明、

ありがとうございます。他市の動きなども

報告いただいて非常にいいのですが、多分、

他市のそのＳＮＳをアップするというの

は若いお母さんだと思うんです。そもそも

摂津市の母子福祉会に若いお母さんが入

ってくれないっていう悩みなので、そこの

ところをどうするかだと思います。若いお

母さんに入ってもらえるような雰囲気で

あったり、母子福祉会っていう名前は残し

つつも、何か片仮名の、とっつきやすい愛

称をつけてみるとか、お金のかからない工

夫もしていただけたらと思います。 

 小学校区の推進委員が一人いるという

のを今初めて知ったんですが、こちらにつ

いては何か周知されているのでしょうか。

推進委員というのはどういう人選をして

いるかということをお聞かせください。 

 ７番目の多胎児サポーターの現状です

が、ありがとうございます。 

 多胎児というのはやっぱり育児が大変

ですので、多胎児サポーターをしっかりと

育成いただいて、今、不妊治療の関連等で

多胎児がふえていますので、しっかり引き

続き様々な工夫をしていただければと思

います。要望としておきます。 

 ８番目、予算について分かりやすく説明

いただき、ありがとうございます。 

 出生届で案内しているということで、そ

れだと必ず情報が届いているのかとは思

うんですが、転勤が多い方も摂津市北部に

おいては多いと思うので、産後半年ぐらい

で転入してくるようなお母さんに対して

も、しっかりと周知していただければと思

います。 

 ９番目のワクチンについて、個別リーフ

レットを送付するということで、周知方法

等を理解しました。 

 リーフレットですが、令和３年度に一斉

に送ったんでしょうか。リーフレットにつ

いて詳しくお聞かせいただければと思い

ます。 

 １０番目、就学援助のタイミングについ

て、入学準備金については平成３０年度か

ら実態に即した形で２月に支給していた
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だいているということで、とてもいいこと

だと思います。 

 では、２回目の質問は以上です。 

○弘豊委員長 それでは、答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、令和４

年度４月の待機児童数の見込みというお

問いでございます。 

 まず、４月の一斉入所の申し込み者数な

んですけれども、地域的に年齢的にも、偏

りが見られます。 

 特に千里丘地域を中心とした安威川以

北、こちらのほうの１歳児の入所申し込み

が非常にふえているという状況でござい

ます。非常に厳しい状況でございます。 

 １月末に一次選考結果を送付いたしま

して、２月末に二次選考結果を送付してお

ります。これから最終の入所調整を行って

まいりますので、現状として明確な待機児

童数は申し上げられないんですけれども、

感覚として、令和３年４月並み、こちらが

２４名だったんですけれども、それぐらい

か、それよりも少し多くなるぐらいかと想

定しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 古賀課長。 

○古賀家庭児童相談課長 そうしました

ら、会計年度任用職員の内訳、改めてご説

明させていただきたいと思いますけれど

も、８名おりまして、そのうち継続雇用が

７名おります。 

 虐待に従事するケースワーカーが２名、

それと発達相談を担当する心理職が４名、

それと虐待通告があった際の初期調査を

行う事務嘱託員が１名。それで、今回新た

に雇用するのが仮称保育ソーシャルワー

カー１名の計８名になります。 

 それと、会計年度任用職員ではないんで

すけども、新たに正規職員で２名増員する

予定でございます。 

 応募状況でございますけれども、現在、

複数名から応募がございまして、採用試験

の最終手続きを進めているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 それでは、ファミリ

ーサポートセンターの会員数、特に援助会

員が少ないというところで、そこの周知の

工夫をどのようにしていくのかというこ

とに対して、ご答弁申し上げます。 

 会員をふやす努力といたしましては、会

員登録説明会というのを毎年度実施して

おるところでございますけれども、ここ２

年間は、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響で、あまり回数ができていない状況で

ございます。 

 その代わりといたしまして、公共施設で

のチラシの配布であったり、ターゲットを

絞って保育所入所の面接の際であったり

とか、学童保育の申し込みの際、あと乳幼

児健診の際にチラシの配布を行っておる

ところでございます。 

 援助会員が足らないということですが、

両方会員がございまして、これは援助もす

るし、依頼もするというところで、若い世

帯が、多くなってくださっておりますので、

私どもといたしましては、両方会員の増加

というところを目指しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 母子福祉推進

委員についてでございます。こちらの人選

につきましては、母子福祉会の中で、相談

者としてふさわしい方を人選されておる
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ところでございます。 

 そして、大阪府のほうで委嘱をされて研

修を受講されているというところになっ

ております。 

 周知につきましては、今、会員である方

への会報誌でありますとか、また、子育て

支援課に、児童扶養手当等を相談に来られ

たときに、地域にこういう方がいるという

ところも併せて周知をしているところで

ございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 子宮頸がんワクチ

ンのリーフレットについてのご質問に対

して、ご答弁申し上げます。 

 リーフレットをいつ送ったかというお

問いなんですけれども、令和２年１０月に

厚生労働省のほうから積極的な勧奨とな

らないように留意しつつ、情報を提供する

ように案内がございましたので、令和２年

１０月に高校１年生相当の女子と、その保

護者に子宮頸がんという病気についての

説明と、ＨＰＶワクチンについての説明の

リーフレットを送付したところでござい

ます。 

 令和３年５月、小学校６年生と高校１年

生相当の女子と、その保護者に同じ個別通

知をさせていただきまして、今後の予定と

いたしましては、令和４年４月下旬もしく

は５月初旬には、全ての対象者の方に同様

のリーフレットの送付を考えておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 ご説明ありがとうござ

いました。 

 待機児童がおおよそで２０名以上いる

ということで、摂津市の規模からすると多

いのかという感じがいたします。 

 その方々というのは、現在、職を持たれ

ているのか、職を探しつつなのかというと

ころを、もう一回お聞きしたいと思います。 

 それを聞いたのはなぜかというと、子育

て支援センターの利用が２種類ありまし

て、完全なリフレッシュの方と、職を先に

決めてしまったけれども、保育園に入所で

きなかったから支援センターを利用する

方です。今月からネット予約が始まったと

思います。 

 以前は、利用するために早朝から並ぶと

いうことで、私が知り合いに聞いたところ

によると、朝の５時に並んだ時点でもう２

０人並んでいたそうです。仕事を始めた方

にとっては切実なことですから、朝の５時

の真っ暗な寒い日に並んででも利用枠を

取りにいこうというところで、それで駄目

だった場合は、他市にある無認可園にいく

ようです。でも、無認可園に預けてしまう

と、収入と保育料とがとんとんになってし

まって、何のために働いているのか、とい

うようなお声を聞いています。本当にきち

んとした保育園、小規模園をしっかりと整

備することは１年かけてというよりも、な

るべく早くできないのかと思います。 

 健都が意外にファミリー層が多くて、保

育施設が足りていないというのはずっと

言ってきていることなので、物件探しとと

もになるべく早くオープンして、そういっ

た需要を満たしていただきたいと思いま

す。 

 今の話の流れで一時保育について、千里

丘駅周辺に一時保育がもう全然足りてな

いということで、先ほども申し上げたよう

に朝の５時で２０名既に並んでて、８時に

なるともっとふえるという状況です。そう

なるとリフレッシュのために利用をした
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い人は、もう既にお仕事需要の方で枠が埋

まっているという現状があるんです。 

 手前みそになるですが、私が運営してい

るＮＰＯ法人に対しての評価をいただい

たものを読み上げさせていただきます。 

たまたま近所で見つけて、無料開放のと

きにお邪魔したのが始まりで、その後、保

育ルームでの預かりを利用させてもらう

ようになりました。たまに用事があるとき

や、リフレッシュなど、専業主婦でも理由

を聞かずに預かっていただけます。市の保

育園の一時保育は、どこもいっぱいで、し

かも２か月前に予約しないといけないの

で、急用などでは利用できません。そんな

とき、本当に助けられました。二人目の産

後、親を頼れなかったのですが、市も働い

ている人優先という感じなので、上の子を

預かっていただきました。本当に助かりま

した。上の子の用事のときに下の子を預け

たり、下の子の用事のときに上の子を預け

たり利用させてもらっています。 

 近くに身内がいないので、本当にありが

たい存在ですというコメントをいただい

ているんですけれども、やはり、そういっ

た形で一時保育需要というのも見過ごせ

ないと思うので、もちろん保育園の働くお

母さんへの整備も大事なんですが、そうい

ったリフレッシュ需要に対して、ファミリ

ーサポートセンターの運営も工夫をして、

何とか保育需要を満たすような形にする

とか、リフレッシュができると、やっぱり

虐待防止にもつながると思うので、しっか

りそういった辺りに取り組んでいただけ

たらと思います。こちらは、要望としてお

伝えしておきます。 

 仮称保育ソーシャルワーカーについて

の詳しい説明ありがとうございました。悲

しい事件もありましたので、しっかり対応

していただける人材を採用していただき

たいと思います。やっぱり、残念ながらそ

ういう事件があったので、応募される方が

いなかったらどうしようかと思っていた

んですけれども、応募があったということ

で、安心いたしました。 

 摂津市でオレンジリボンキャンペーン

を行うということで、これはすごくチャン

スだと思います。前年の高槻市で行われた

イベントのノウハウも生かしながら、やは

り虐待防止ですので、親御さんと直接触れ

合える機会がなるべくたくさん持てるよ

うな内容にしていただきたいと思います。

こちら要望としてお伝えいたします。 

 ５番目のファミリーサポートなんです

が、依頼する側としても、小さいお子さん

がいるところに、さらに自分の小さいお子

さんを預けるのかと考えます。例えば１歳

のお子さんがいるところに自分の６か月

の子どもを預けるかといったら、難しいと

思うんですよね。 

 そういった実態を考えると、逆にＰＴＡ

の方にお配りするとか。ファミリーサポー

トセンターへの問い合わせで多いのが、二

人目出産のときに、上の子を朝送っていっ

てほしいというものです。例えば、小学生

のお母さんでパートに行くまでの時間だ

ったら対応できるという方もいたりする

と思うので、その辺り、募集対象をどうす

るかっていうことを考えていただきたい

と思います。 

 令和３年度に、ワクチン接種の関係で、

ＬＩＮＥの登録者がふえたと思うんです

けれども、ＬＩＮＥを普段から活用されて

いる方は、結構これに該当するような世代

の方が多いかと思うので、そちらでファミ

リーサポートセンターの会員募集をして

みるとか。あるいは、会員の具体的な体験
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談を流してみるとかいう形で、もう少しフ

ァミリーサポートの援助会員をふやす努

力や工夫をしていただきたいと要望とし

てお伝えいたします。 

 ６番目の、母子福祉会については、若い

方をふやす努力として摂津市のＬＩＮＥ

のほうで流してあげるとかして、実際に若

いお母さんに、利用しやすい団体になるよ

うサポートしてあげていただけたらと思

います。 

 ９番目、ワクチンのリーフレットの送付

の状況について、ご説明ありがとうござい

ました。 

 令和４年度は、対象者に全員送付すると

いうことで、ただ、やっぱりワクチンって

いうのは、嫌悪感をお持ちの方もいるので、

負担感が出ない範囲で、そういった一文を

添えて送っていただけたらと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 待機となる方に

ついて、職を持っておられるのか、職を探

しておられるのかというようなお問いで

ございます。 

 入所の利用の調整する場合は、指数表に

基づきまして、点数の高い方から、入所を

していただいております。ただ、希望園が

１園のみという方などは、職を持たれてい

る方でも待機となる可能性はあります。状

況は様々でございます。 

 その中で、子育て総合支援センターの一

時預かりのことでございますけれども、こ

ちらのほうは、職員２名配置して、一日当

たり８名程度の定員を設けているという

ような状況です。 

 月初に翌月の予約を受け付けますので、

ご希望日を予約できなかったりとか、予約

でほぼ埋まってしまいますので、なかなか

急なご利用が難しいというような状況も

ございます。 

 民間におきましても、一時預かりを実施

していただいているんですけれども、保育

士不足の中で、なかなか人材の確保が難し

かったりとか、あと、コロナの影響で、中

止したりとかで、令和２年度、令和３年度

は、なかなか実施のほうが難しいような状

況もございます。 

 これ一部が、待機児童の受け皿となって

いるところもございますので、やはり、

我々としては、まずは待機児童の解消を図

っていくことで、それで、一時預かりの状

況も変わってこようかと思います。 

 計画的な施設整備と、あと、保育士の確

保、こちらのほうに力を入れていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 一時保育の現状につい

て、ネットには民間の保育園も一時保育の

場所とはなっているんですけれども、コロ

ナ禍で先ほどの答弁にあったように、新規

預かりは控えるというようなことです。や

はり、子育て層に選ばれる摂津市となるよ

う、その辺りの需要を満たしていただけれ

ばと思います。 

 十何年前の時点では、摂津市では待機児

童がほとんどいないような状況で、年度途

中であっても、小規模園等で数人分の余裕

があるような状態なので、受け入れてもら

えました。働きたいと思ったタイミングで

働けるような保育施設も必要なんじゃな

いかということで、そちら要望として、お

伝えしておきます。 

 大分先の話にはなるんですけれども、千

里丘西地区の開発があると思うんですが、 
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千里丘駅前にも一時保育のスペースを確

保できるような工夫を摂津市としてもで

きたらと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、西谷委員の質問

が終わりました。 

 続いて、村上委員。 

○村上英明委員 まず、１点目なんですけ

ども、全部予算書で行きますので、よろし

くお願いいたします。 

 歳入の部分で、３１ページ、先ほどから

も保育所の件でお話もございましたけど

も、私立の保育園の保育料とか、市立の認

定こども園の保育料が微増ではあります

けども、ふえているというようなことでご

ざいますので、増の理由についてお尋ねし

たと思います。 

 入園者数がふえてきたのか、あるいは所

得がふえてきているのかも含めてお尋ね

したいと思います。 

 ２点目、先ほど子ども食堂の件でお話も

ございましたけども、予算書の３９ページ、

歳入の部分なんですが、地域子供の未来応

援交付金ということで、国からの補助金が

出ています。これが子ども食堂の部分だと

お聞きをしているんですけども、その部分

で、効果をどういうふうに考えておられる

のか。 

 あと、この国からの交付金の資料を見れ

ば、子どもの貧困状況を調査するとか、あ

るいは学習支援とか、いろんなものに使え

るみたいなんですが、現状は子ども食堂の

事業のみだと思います。子ども食堂に限定

した理由をお尋ねしたいと思います。 

 ３番目なんですが、歳出です。 

 １１５ページ、家庭児童相談課なんです

けども、先ほどからも職員の件でお話もご

ざいました。 

 今回は、職員の増員もあるなかで、職員

一人が担当する件数も、北摂で見たら、ほ

ぼ平均並みに近づいてきたのかと思いま

す。この職員数から見た業務量について、

どう見ておられるのか、１回目でお尋ねし

たいと思います。 

 ４番目なんですが、１１５ページ、家庭

児童相談課で、報償金が出ております。先

ほどからも、オレンジキャンペーンとか、

行事のことをお話もされておられました

けども、この報償金の予算が、令和４年度

は令和３年度に比べて２．５倍ぐらいにふ

えているんですけども、この増額の内容に

ついてお尋ねしたいと思います。 

 ５番目なんですが、１１９ページ、児童

福祉施設整備費補助金が出ております。 

 前年度よりも約１億３，０００万円ほど

予算がふえているのですが、改めてなんで

すが、この内容についてお尋ねしたいと思

います。 

 ６番目、予算書の１１９ページ、保育士

確保支援補助金というので、約３００万円

前年よりもふえています。予算計上の考え

方と、支援対象者がどれぐらいおられるの

かということで、この二つをお尋ねしたい

と思います。 

 ７番目でございます。１２１ページでご

ざいますけども、とりかいこども園基本設

計委託料があります。これは、一度令和３

年度に予算計上しましたけども、今回、改

めて計上するということなんですけども、

この基本設計のスケジュールと、高台にす

るということであったかと思いますので、

この高台の考え方について、この二つをお

尋ねしたいと思います。 

 ８番目、１２１ページ、保育教諭派遣委

託料があります。これは令和３年度と比べ

て約倍ぐらいの予算になっているという
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ことですが、この増額の内容についてお尋

ねしたいと思います。 

 ９番目でございます。１２３ページ、ひ

とり親家庭自立支援教育訓練給付金が、令

和３年度と比べて３倍から４倍ぐらいの

金額になっているんですが、その内容につ

いて改めてお尋ねしたいと思います。 

 １０番目ですが、１３１ページ、先ほど

も出ておりましたけども、各種予防接種委

託料についてでございます。約２．５倍の

予算になっているんですけども、この内容

について確認も含めてさせていただきた

いと思っています。 

 １１番目でございます。先ほども出てお

りましたけども、１３１ページ、多胎児移

動支援サポーター派遣委託料です。この施

策の効果をどういうふうに感じておられ

るのかということと、この予算上の対象者

をどのぐらい見ておられるのかというこ

とでお尋ねしたいと思います。 

 １２番目でございます。１３１ページ、

庁用器具費があります。令和４年度の当初

予算として１５７万９，０００円が計上さ

れておりますけども、これ弱視の早期発見

への視力・屈折検査機器の導入だとお聞き

をしております。この検査内容と、その検

査で発見ができたときの、その後の対応い

ついてお尋ねしたいと思います。 

 １３番目でございます。１９３ページ、

会計年度任用職員報酬があります。これも

令和３年度の当初予定に比べて若干ふえ

ておるんですけども、この増額の内容につ

いてお尋ねしたいと思います。 

 １４番目、１９５ページ、地域学校連携

活動支援事業運営委託料があります。これ

令和３年度同額の予算計上なんですが、こ

の事業の内容についてお尋ねしたいと思

います。 

 １５番目でございます。１９５ページ、

学童保育室増設工事があります。令和４年

度で７，２００万円があるんですが、学童

保育室の増設ということなんですが、この

工事と開設のスケジュールの確認をさせ

ていただきたいと思ってます。 

 次、補正予算ですけども、部長からの補

足説明でもございましたけども、１７ペー

ジ、保育士等処遇改善臨時特例交付金があ

ります。 

 これ保育士等処遇改善臨時特例補助金

という形で歳出がありますけども、この歳

入と歳出の差額についての確認と、この処

遇改善の内容について、この二つをお尋ね

したいと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、順番に答弁を求

めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 予算書、３１ペー

ジの保育料、私立保育園保育料、それから、

市立認定こども園保育料についてでござ

います。 

 令和元年度の幼児教育・保育の無償化に

よって、対象の子どもについてはゼロ歳か

ら２歳までなっております。３歳から５歳

は無償となっております。 

 この保育料につきましては、保護者の所

得によって決定されます。令和２年度の実

績を基に精査したところ微増となったと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 地域子供の未

来応援交付金ついてでございます。 

 子ども食堂につきましては、子どもの居

場所でありますとか、貧困の対策、また、

見守りを行って支援につなげるそういう
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ことが期待されるところで、そういう効果

を期待しておるところでございます。 

 今回、内閣府のほうでこの交付金があり

まして、計画策定でありますとか、先ほど

おっしゃられましたように、子ども等の支

援の事業に補助するもの、また、今回、利

用するのが、つながりの場づくりの緊急支

援事業というところで、４分の３の補助金

の計上をさせていただいているところで

ございます。 

 現在、子ども食堂、それぞれ思いを持っ

て取り組んでいただいている団体を何と

か支援できれば、バックアップできれば、

先ほど申しましたそういう効果も得られ

るのではないかということで、今回この子

ども食堂に対しての補助金の予算を計上

したところでございます。 

○弘豊委員長 古賀課長。 

○古賀家庭児童相談課長 そうしました

ら、家庭児童相談課の職員数から見た業務

量の認識というところでございますけれ

ども、令和２年度実績になりますけれども、

虐待対応件数が４４９件に対しまして対

応する職員が５名でございましたので、職

員一人当たりの対応件数は約９０件でご

ざいました。 

 先ほど、委員からもありましたように、

北摂７市の平均が約６０件でありました

ので、北摂各地の比較からも一人当たりの

対応件数が多い状況でございました。 

 それで、令和３年度の１１月に人事異動

により、虐待対応職員を１名増員いたしま

して、また令和４年度につきましては、さ

らに正規職員を２名、それと仮称保育ソー

シャルワーカー１名を増員する予定でご

ざいますので、これによりまして職員一人

当たりの対応件数が約５０件となり、一人

当たりの対応件数はこれまでより緩和さ

れる見込みでございます。 

 しかしながら、ケース対応、虐待ケース

におきましては、ＤＶですとか、また困窮

など、複合的な課題を抱えておるケースも

多々ありますことから、関係機関とより連

携も強化しながら対応していきたいと考

えております。 

 それと、次の報償金の増額の内容でござ

いますけれども、こちらにつきましては令

和３年１１月から招聘いたしております

スーパーバイザーとして臨床心理士と弁

護士に来ていただいておりますけれども、

引き続き令和４年度も招聘いたしまして、

スーパーバイザーをお願いいたしており

ますので、その分の報償費が増額となって

おります。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 次は、浅田課長。 

○浅田こども教育課長 児童福祉施設整

備補助金についてでございます。 

 こちらのほう、先ほどもご答弁申し上げ

たんですけれども、待機児童解消のための

民間に整備していただく施設整備の補助

金でございます。令和４年度としては、せ

っつ幼稚園を認定こども園として民営化

して、引継ぎ事業者によって園舎の建替え

をしていただくと。その補助金でございま

す。 

 あと、安威川以北地域でのニーズの対応

というところで、安威川以北地域に保育所

の分園、もしくは小規模保育事業の整備を

計画していると。こちらについては、令和

４年度に募集をかけて、令和５年度４月に

開園を目指していきたいと考えておりま

す。 

 続きまして、保育士確保支援補助金につ

いてでございます。こちら、全国的な保育

士不足ということでございまして、民間施
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設で勤務する保育士の確保、それから離職

防止を図ることを目的にしたものでござ

います。 

 補助金の中身としては二つございまし

て、宿舎借上支援事業補助金、それから就

職支援補助金ということでございます。宿

舎借上支援については、２６人分を想定し

ておりまして、令和３年度に比べて６名分

多く計上しております。一方、就職支援補

助金につきましては、５５名分を想定して

おりまして、こちらは令和３年度と同じと

しております。 

 次に、とりかいこども園の設計の委託料

についてでございます。このとりかいこど

も園につきましては、老朽化する園舎の建

替えとともに、児童センター機能を加えて

いくということで整備を予定しておりま

す。 

 現在、地質調査、それから、測量のほか

基本設計にも取りかかっております。令和

４年度第１四半期までで、こういった作業

を終える予定です。その後、債務負担を設

定した中で、令和４年度から令和５年度に

かけて実施設計を行ってまいりたいと考

えております。 

 高台のまちづくりの考え方ということ

でございます。こちらは、淀川、それから

安威川の想定最大の洪水における浸水深

以上に地盤全体を上げていくということ

を目指したものではなくて、施設の目的と

か用途を踏まえて避難方法を検討した上

で高台化とする目標の高さを定めること

としております。 

 このような考え方の基、やはり認定こど

も園ですので、日常の保護者の送迎、これ

を不便にならない程度、その範囲内で高台

化を検討しているという状況でございま

す。 

 ですので、一定高台はしつつ、想定最大

の洪水における浸水に対しては、２階以上

に避難する、垂直避難するということも含

めて検討しているところでございます。 

 次、保育教諭派遣委託料の増額の部分で

ございます。こちらにつきましては、公立

の認定こども園に保育教諭を派遣してい

ただくという委託料でございます。 

 会計年度任用職員の保育教諭、募集して

おるんですけれども、なかなか公立でも保

育士不足というところで応募がないよう

な状況です。人材派遣会社に保育教諭の派

遣をお願いするものでして、令和４年度、

さらに保育教諭が不足するという見込み

でございますので、令和３年度に比べて３

人分多く要求しているものでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 ひとり親家庭

自立支援教育訓練給付金についてでござ

います。 

 内容につきましては、ひとり親家庭の自

立促進を目的にしまして、教育訓練講座と

いうものの費用の一部を支給するものと

なっております。令和２年の実績で、２名

の方が利用されまして、約１０万円の決算

が出ております。令和３年度につきまして

は、現在４名の方で５０万円の支出がござ

いますので、来年度に向けて７名分として

こちらのほう上限が２０万円となってお

りますので、１４０万円の計上をさせてい

ただいているところでございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 続きまして、各種予

防接種委託料が増額している理由につい

てでございます。各種予防接種委託料の増

額の理由についてですが、増額の要因とい
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たしましては、ＨＰＶ（ヒトパピローマウ

イルス）ワクチンの積極的接種勧奨の再開

に伴う費用でございます。 

 このワクチンは、平成２５年の４月より

定期接種化されたものの、同じ年の６月に

原因の分からない疼痛が報告されたこと

によって積極的勧奨が中止されておった

ところですけれども、令和３年の１１月に

厚生労働省よりワクチンの安全性が確認

できたということで、積極的接種勧奨の再

開をするようにということと、併せまして

これまで接種機会を逃した方に対するキ

ャッチアップ接種を行うようにという通

知がございましたので、できる限り私ども

としては早く対象の方に接種の機会をと

いうことで予算要求をしたものでござい

ます。 

 続きまして、多胎児移動支援サポーター

の目指す効果と対象者というところでご

ざいます。 

 多胎児移動支援サポーターの内容等で

ございますけれども、多胎育児については、

親の精神的と身体的な負担が大きくて、周

りに余り同じような状況の方がいらっし

ゃらないので、困難感を共有できる方も少

ないという状況でございまして、そういっ

たことが重なりますと産後うつ等につな

がってまいりますので、それを予防する、

防ぐことが目指す効果としております。 

 対象者といたしましては、３歳未満の多

胎児を養育する世帯でございまして、件数

としましては令和４年の１月現在、２６世

帯ございます。 

 続きまして、弱視の検査内容等、あとそ

の後の対応についてのご質問に対してで

ございます。 

 現在、３歳半健診において、ランドルト

環を用いた視力スクリーニング検査とい

うのを実施しておるところですけれども、

この検査方法では見えているか見えてい

ないかということは分かるんですけれど

も、例えば見えていないとしたら、どうい

う理由で見えていないかというところが

分からないという状況がございまして、５

０人に一人と言われる小児性弱視の見逃

しのリスクが全国的に言われているとこ

ろでございます。その見逃しのリスクを防

ぐために、このたびこの視力屈折検査機ス

ポットビジョンスクリーナーを導入する

ものでございます。 

 その後の対応ですが、もし小児性弱視の

疑いがある方が発見された場合のその後

の流れでございますが、医療機関への紹介

状を市から発行いたしまして、専門の病院

での診察を勧奨するという流れになって

まいります。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、会計年度

任用職員の増についてでございます。 

 こちらのほうは、入室児童の増加に伴い

ます指導員の増員を見込んだものでござ

いまして、入室児童数が令和３年４月で９

１３名のところが、令和４年度では１，０

００人を超える状況となっております。そ

れに対しまして、部屋の確保を４室から５

室必要となっておりまして、それに対応す

る指導員として約２０名分の報酬を計上

させていただいているところでございま

す。 

 次に、地域学校連携活動支援事業運営委

託についてでございます。こちらにつきま

しては、地域とともにある学校づくり、ま

た学校を核とした地域づくりの実現に向

けて、学校と地域、家庭の連携、そういう

ものを深める様々な取り組みをしていく
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というところで、地域全体の教育力を上げ

ていくということを目指して事業に取り

組んでいるところでございます。 

 具体的には、地域での取り組みとしまし

ては、まずクリーンウオーク、たこ揚げ、

ゲーム大会や、５中校区におきましては、

すこやかネットスクールということで親

学習などにも取り組んでいただいている

ところでございます。 

 また、学校における地域の方の協力とい

うことで、交流の状況としまして授業参加、

読み聞かせや、生活の体験学習、また、学

校の環境整備ということで運動場の整備、

体育館の清掃等にも参加していただいて

おるところございます。 

 それと、次に学童保育室の増設工事につ

いてでございます。こちらにつきましては、

まず摂津学童につきましては令和４年度

当初にまず実施設計の入札を行いまして、

それを基に夏頃に工事の入札を行いまし

て、年度内に工事を完了する予定をしてお

ります。 

 ただ、かなりタイトな日程となっており

ますので、今後関係課と協議を深めまして、

年度内の完成を目指していろんな手法を

考えていきたいと思っております。 

 それと、味舌と三宅柳田につきましては、

令和４年度に実施設計を行いまして、令和

５年度に工事を行う予定でございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、補正予

算の保育士等処遇改善臨時特例交付金に

ついてのことにお答えいたします。こちら

は、国のコロナ克服・新時代開拓のための

経済対策の一つで実施されるものでござ

います。 

 内容としましては、保育士、それから幼

稚園教諭等、あと放課後児童支援員等に対

する賃上げ効果、これが継続される取り組

みを行う前提として、収入を３％程度引き

上げるための措置を令和４年２月から実

施するというものでございます。 

 こちらは民間保育所等に対して行うも

の、それから、学童保育室の委託分の人件

費、歳入としてはこれらが含まれます。で

すので、歳出の１，１８０万２，０００円

と歳入の１，２２８万６，０００円の差額、

４８万４，０００円分が学童保育室の委託

の人件費分ということになります。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時４８分 休憩） 

（午後 ０時４５分 再開） 

○弘豊委員長 それでは、休憩前に引き続

き、議事を再開いたします。 

 村上委員の２回目の質問からです。お願

いします。 

○村上英明委員 １回目、質問させていた

だきましたけども、２回目は数点ばかりに

なるんですが、質問も含めて要望もさせて

いただきたいと思ってます。 

 まず、１点目の保育料の件でございます。

この保育料の徴収というのはやはり公平

的な立場で、しっかりと徴収するよう、未

収金とならないような形で、また取り組ん

でいっていただきたいと思ってます。 

 ２回目の質問なんですけども、今後の未

就学児童数の推移をどう見ておられるの

かということで、２回目お尋ねしたいと思

ってます。 

 二つ目の地域子供の未来応援交付金の

件でございます。 

 子ども食堂ということでありまして、こ

れも子ども食堂という言葉が出てきたと

きには、やっぱり貧困対策というイメージ
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があったのですけども、今はそういうこと

はあることはあるんですけども、それ以上

にこの地域の見守りであるとか、地域との

連携であるとか、またこのバックアップの

件だとかいうことも多分に言われていま

す。地域の団体も本当によく頑張っていた

だいてて、子どもたちに本当に多くの目線

をいただいていると思います。この子ども

食堂の件も含めて、これからしっかりと取

り組んでいっていただきたいということ

で、これは要望としておきたいと思います。 

 ３番目の家庭児童相談課の件でござい

ます。 

 職員もふえてきて、職員一人当たりの担

当件数が、先ほども５０件ぐらいいうこと

で北摂の平均より若干下がってきたとい

うお話もございました。 

 やはり、職員が担当しているお一人お一

人の状況というのは多分に違う面もある

し、軽度、重度とか程度の違いもあります

から、単純には件数で見比べるというのは

どうなのかと思うんですけども。 

 やはり、最近においても、寝屋川市での

事件もございましたし、全国でも本当に児

童虐待という面ではニュースが即取り上

げられるような状況でもあります。また、

内容的に見ても、本当に目を伏せたくなる

ような事情も新聞等に出ています。 

 児童虐待というのは、やっぱりゼロを目

指さなければいけない部分だと思います。

スーパーバイザーの助言をいただくこと

で、本当にここ数か月の間で児童虐待への

対応を高めていっていただいていると思

います。こういう人材をしっかりと活用し

た中で、また、この令和４年度はチーム体

制でやっていただくということです。この

チーム体制でやるというのは、私は本当に

いいことだと思いますので、お互いに相談

をしながら、よりよい知恵を出しながら、

しっかりと取り組んでいっていただきた

いということを申し上げて、これは要望と

しておきます。 

 ４番目の報償金の件でございます。スー

パーバイザーの部分だと思いますので、こ

ういう経験豊富な方の、資格や能力もしっ

かりと活用していただいて、それぞれの案

件に取り組んでいただきたいということ

で、これは要望としておきます。 

 ５番目のせっつ幼稚園の建て替え、それ

から民営化ということでございます。 

 待機児童数も、今のところでは令和３年

度当初と同等になるんだろうと見込んで

おられるとご答弁があったかと思います。

待機児童の件については、摂津市としては

本当によくやっていただいていると私も

思うんです。 

 保護者の方からすれば、摂津市の待機児

童は、他市とは桁違いで少ないとか、保育

に力を入れていることが分かっているん

で、摂津市に転入してきましたという方が

結構おられます。そういう意味では私のみ

ならず、保護者の方々も、摂津市は保育の

環境向上を頑張っていると思っています。

施設整備も含めて、待機児童解消となるよ

う、保育ニーズとのバランスを見ながらこ

の施設運営に取り組んでいっていただき

たいということで、要望としておきます。 

 ５番目の保育士確保支援金の件でござ

います。 

 これも本当に宿舎の補助であるとか、就

職のことであるとかいうことで頑張って

いただいていると思います。私の知り合い

も、この補助を利用されている方がおられ

ます。しっかりとこれからも取り組んでい

っていただきたいということで、これは要

望としておきたいと思います。 
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 ７番目のとりかいこども園の件でござ

います。 

 特に、この高台の件については、やっぱ

りあの面積から考えるとなかなか高台に

するイメージがしづらいという思いもあ

ります。また、平時の送迎関係を考えれば、

４メートルも５メートルも高台というの

は到底考えられないようなことでありま

すから、そういう平時のことも考えれば、

やっぱり平地が一番いいのはいいとおも

います。もしものときのことを考えれば、

やっぱり垂直避難で逃げられる高さを維

持していくという、建物構造的なものが、

そういう設計のほうがいいのかと個人的

には思っています。 

 この高台というのは垂直避難で逃げら

れるスペースを確保しておくことを一番

基本に持って、設計等々にも取り組んでい

っていただくと個人的にはいいのかと思

いますので、そういうことを意見として申

し上げて、この件は要望としておきたいと

思います。 

 ８番目の保育教諭派遣委託料の件でご

ざいます。３名分ということでございまし

た。 

 保育に関しては、なかなか保育士確保が

難しい面でもあると思います。補正のほう

でも、３％の給料アップとかもあります。

定員に見合った数の保育士をしっかりと

確保していくことが本当に大切なことだ

と思います。この派遣委託料については条

件等々もあるかも分かりませんけども、今

後もしっかり取り組んでいっていただき

たいということで要望としておきたいと

思います。 

 ９番目のひとり親の自立支援の件でご

ざいます。予算上は対象人数もふやして、

また、上限もふやしてということであると

思います。ただ、この令和２年度２名、令

和３年度４名という形で、支援を必要とす

る方が数字上はふえているという形には

なっていますので、そういう意味ではこの

次の就職につながる訓練に取り組んでい

っていただきたいということを要望とし

ておきたいと思います。 

 １０番目の予防接種の件でございます。 

 これまで子宮頸がんワクチンというの

は、一時止まっていて、これが安全性が確

保できたということで再開されます。また、

その止まっていた期間のキャッチアップ

を令和４年度はやっていくということで

ございます。そういう意味ではこれまでの

数字をお聞きすると、接種率は低い数字と

なっていますから、しっかりとこの安全性

について正確な情報提供をしていただい

て、この接種率が少しでも高まっていくよ

うな取り組みをお願いしたいということ

で、要望としておきます。 

 １１番目、多胎児の移動支援でございま

す。双子とか三つ子とか、本当に子どもの

出生数というのをふやしていくというの

は本当に必要なことだと思います。しかし、

保護者の方からすれば不安な面も、子ども

の数がふえていけば、その分ふえてくると

いうようなこともお聞きをしております。

そういう意味からすれば、しっかりとサポ

ートできるような運営内容にしていって

いただきたいと思いますので、要望として

おきます。 

 １２番目の庁用器具費の件でございま

す。５０人に一人という数字もあって、検

査で発見された後の対応についても、病院

への紹介状を出すということです。紹介状

について言えば、病院の初診料の件とか、

そういう面でも助かると思います。視力検

査というのは、できるだけ小さいときから



- 25 - 

 

発見していくというのが、本当に必要な部

分だと思いますから、しっかりと取り組ん

でいっていただきたいということで、おき

たいと思います。 

 ２回目の質問とさせていただきたいこ

とがございまして、例えば、市民からの相

談をもらった中で、障害のある子どもを抱

えておられる保護者の方が、役所に相談に

来られて、出産育児課に行って、その後、

１階の障害福祉課に行かなければいけな

いとか、複数の窓口でその都度同じことを

説明しながら、申込書を書いていくとか大

変煩雑な手続きになるとお聞きしており

ます。要は出産育児課のほうで、そういう

ワンストップ窓口というようなことはで

きないのかというご意見をもらったんで

す。そういう窓口設定もそうなんですけど

も、現在はどのように寄り添った形で対応

されておられるのかということで、２回目

お尋ねしたいと思います。 

 １３番目、会計年度任用職員報酬の件で

ございます。 

 ２０名分ということでございました。学

童保育については、今回の代表質問の中で

も、部長から、受け入れ可能な保育室から、

高学年保育というのは検討していきたい

というような発言もあったと思うんです。 

 受け入れ可能というのは、どういう状況

なのか。それが、人数の件なのか、スペー

スのことなのか、また、環境的なものなの

か、どういう趣旨があるのかということを、

２回目でお尋ねさせていただきたいと思

っています。 

 １４番目なんですが、地域学校の連携の

部分でございます。 

 地域とともにということで、連携の支援

をしていこうというような事業であった

と思います。前年も若干触れさせていただ

きましたけども、学校運営協議会の制度と

か、新しい制度をつくってこられるという

ことで、よりよい地域と学校の連携をやっ

ていきたいというようなことだったと思

います。しっかりとその辺のお互いのいい

ところを出し合いながら、より良いものに

なるよう、取り組んでいっていただきたい

ということを、要望としておきたいと思い

ます。 

 １５番目、学童保育室の増設ということ

でございます。 

 これも、先ほど申し上げましたけども、

この学童保育のニーズもかなり上がって

きています。こういう事業が、共働き家庭

の支援ということにもなってきていると

思います。子どもの数は減少傾向にありま

すが、そのニーズとのバランスをどう取る

かがあると思うんで、２回目として、今後

の学童保育の推移をどう見ておられるの

かということでお尋ねしたいと思います。 

 １６番目として、この補正の部分でござ

います。 

 内容的には、分かりました。保育士の処

遇がしっかりと改善していくようにとい

うことで、この補助金がありますけども、

処遇改善ということでありますので、その

取り組みが一時のことにならないように、

しっかりと国の動向等々を注視をしなが

ら、保育士の確保等も含めて、運営をして

いっていただきたいということで、要望と

しておきたいと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、答弁をお願いし

ます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 今後の就学前児

童数の推移ということでございます。 

 現在、千里丘小学校区のほか、一部地区
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を除いて、就学前児童数というのは減少に

転じております。今まで、急激に増加して

いた摂津小学校区のほうも減少に転じて

いるということです。 

 市内全体でも、減少傾向ですけれども、

保育のニーズは増加しているという状況

でございます。 

 今そのニーズの増加も一定増加率が鈍

化していると、増加の山がなだらかになっ

てきていますので、ここ数年の間に、ニー

ズも落ち着いてくるのかと考えておりま

す。 

 今後、施設整備と、待機児童解消の考え

方が難しい状況にはなってくるんですけ

れども、児童数の推移、ニーズの状況を見

ながら、また計画的に施設整備が必要であ

ればしていくという形で、対応していきた

いと考えております。 

○弘豊委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 それでは、ご答弁さ

せていただきます。 

 障害があって、いろいろな手続が必要な

方に、今どういった寄り添いを行っている

のかというお問いに対してでございます。 

 まず、子どもが生まれた場合、市民課に

出生届をしていただきまして、その後で、

出産育児課、子育て支援課で、手続を行っ

ていただくことになります。 

 出産育児課といたしましては、出生する

前、妊婦の時点から先ほどから申し上げて

おりますように、妊婦全数面接というのを

行っておりまして、関わりがございますの

で、もし、手続の中で、不明な点があれば、

必要な支援というのを行っているところ

でございます。 

 今、委員からご質問のありました障害を

お持ちの方の場合で申し上げますと、例え

ば、もし障害手帳を取得する必要があると

いうことであれば、保健師が必ず障害福祉

課の窓口に同行させていただいておりま

すし、例えば、発達の課題があるというこ

とであれば、つくし園に、我々の地区担当

保健師が一緒に行って、説明をさせていた

だいているところです。ほかにも保育所の

入所であったりとか、保育所入所にあたっ

ての見学であったりとか、そういった場面

場面においても、保健師が同行して、寄り

添った支援をしているというところでご

ざいます。 

 ワンストップの窓口となりますと、機構

の問題も出てきますので、現時点では、私

のほうから、具体的には申し上げにくいと

ころなんですけれども、現体制で動いてい

る間は、我々の保健師等の専門職が、寄り

添った支援を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 学童保育室の

高学年の受け入れについてでございます。 

 全校統一的に実施しようとすると、入室

児童の数も違いますし、それぞれの学校の

環境も違うところでありますので、一斉に

高学年の受け入れというのは、難しいとい

うことが見えてまいりました。高学年を受

け入れるには、やはり空き教室と人員の確

保というものが必要になってまいります

ので、その部分が確保できているところか

ら受け入れていく。また、高学年と言いま

すと、小学４年生から小学６年生までで、

一挙に受け入れ開始というのも難しいと

思いますので、小学４年生から少しずつ初

めていくとか、また、小学４年生の中でも

支援を要する子どもだけをまず受け入れ

していくとか、そういう対象児童も考えな

がら、少しでも前進させていきたいと考え

ておるところでございます。 
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 それと、学童保育室の入室児童数の今後

の推移なんですけども、令和３年度は予想

以上に入室児童がふえました。平均で４

８％、多いところでは１年生で６０％が入

室というところもあるような現状になっ

ております。 

 現状でじゃ、令和３年度の入室率とそれ

ぞれの小学校区別の児童数が出ておりま

すので、そこを今後の推移、ゼロ歳から５

歳、６歳までの推移を見て、今後、どれぐ

らいの入室児童が出てくるかというとこ

ろを算出しておりまして、現状で、算出し

た中では、ここ数年の一番ピークとして、

１，２００名程度になるんではないかと考

えております。 

 そこの部分を見越して、今回の学童保育

室の建設を見込んだところで予定をして

おります。 

 ただ、建設だけでは足りない部分もあり

ますので、空き教室の確保でありますとか、

そういうところにも併せて、今後も取り組

んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ありがとうございます。 

 この就学前児童数というのは減少に転

じているということです。しかし、千里丘

小学校区は、駅前再開発もあって、これか

ら再びふえると予想されますが、この再開

発による増加の山を越えれば、市全体とし

て、また減ってくるのかと想定されます。

その辺のバランスもしっかりと見届けて

いただきながら、保育所の定員数について

もしっかりと検討しながら、取り組んでい

っていただきたいと思います。やはり待機

児童というのは、先ほども申し上げました

ゼロがベストかと思いますので、しっかり

と取り組んでいっていただきたいという

ことを要望としておきたいと思います。 

 １２番目の先ほど障害児のことでお尋

ねさせていただきました。手続関係は、現

時点で保健師の方々が寄り添いながら、一

緒に申し込み、同行していただいていると

いうことでございます。障害となれば、子

どもであっても、１階の障害福祉課が担当

になるので、やはりフロアの移動にも不安

を感じる方もおられます。そういう意味で

は、一つの窓口で、ワンストップで対応し

ていただくということも含めて、またこれ

から検討していっていただきたいという

ことを要望としておきたいと思います。 

 １３番目の学童保育室についてです。受

け入れ可能となるには、空き教室と人員の

確保が必要ということでした。この点から

すれば、鳥飼方面では定員に余裕があると

思いますから、先んじて小学４年生を受け

入れて、一つのモデル校としてみるなり、

検討していただきたい。鳥飼のまちという

ブランドで、グランドデザインの一環とし

て、取り組んでいっていただけるように、

要望としておきたいと思います。 

 最後に、学童保育室の入室児童数の部分

でございますけども、これからまたしっか

りと、推移を見ながら、取り組んでいって

いただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上で終わります。 

○弘豊委員長 質疑を続けていきます。 

 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 質問をさせていただき

ます。 

 質問数は、合計８点だけ質問させていた

だきたいと思います。 

 一つ目が、予算書５１ページです。 

 建物貸付収入です。保育所の建物を貸し

付けしている分で、家賃収入をいただいて
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いると思うんですが、こちら何件分か、ど

こに貸しているかというところを、１回目

教えていただきたいです。 

 二つ目が、予算概要の５４ページです。

民間保育所等入所承諾事業の中で、全体的

なお話ですが、総合計画の中でも最終的に

は、待機児童をゼロにしていくということ

で、１年ごとに見直しながらやっていくと

いう計画になっていたと思います。今年は

どのようなやり方をしていくのか、目標と

かがあるのかどうか、その辺りも含めて、

教えていただきたいと思います。 

 ３番目です。 

 同じく民間保育所のところなんですけ

ど、子育て支援員養成研修委託料、以前質

問していましたが、改めて大体どれぐらい

の人数が今まで受講され、どれぐらいの方

が、この研修後に子育て支援員として働か

れているのか、もう一度お聞きしたいと思

います。 

 ４番目、５６ページです。 

 家庭児童相談事業にいきます。職員数を

ふやしていただいたというのは、十分理解

できまして、体制強化していただいたとい

うのは、評価いたします。少し細かい話に

はなるんですが、庁内器具費であるとか、

備品等の予算が結構減っているところが

見受けられます。そこの辺りの説明をお願

いします。 

 ５番目、子ども食堂について、お聞きし

たいです。 

 これまでの質疑に対して、様々な説明を

いただきました。子ども食堂というのは、

他市でもいろいろ事例がありまして、本市

に関しては、遅いぐらいで後発的であると

思うんですけども、支援事業に関して、ど

ういう展望をお持ちなのか教えていただ

きたいと思います。 

 ６番目、１２６ページ、学童保育施設改

修事業です。 

 改めまして、村上委員からも質問があり

ましたとおり、今後は、学年延長等も考え

ていくという話でしたけども、この施設改

修に関しては、学年延長や土曜保育、そう

いった人数にも対応し得る改修になるの

か、そこの辺り教えていただきたいと思い

ます。 

 続きまして、補正で、７番目の質問です。 

 保育士等処遇改善臨時特例補助金なん

ですけども、内容については理解いたしま

した。確認なんですけども、賃金が３％上

げられるということなんですが、民間事業

者が委託で実施しているところも多いと

思うんですけども、市の直営でなくても、

働いている方の賃金がちゃんと３％上っ

ている状態になっているのか、そうところ

の確認はできるのかどうか、教えていただ

きたいと思います。 

 最後、確認で聞いておきたいんですが８

番目、６３ページの学童保育室運営業務委

託料に関して、補正でマイナス１，４５１

万６，０００円とあります。これについて

の内容について、教えていただければと思

います。 

 １回目、以上です。 

○弘豊委員長 それでは、浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、歳入の

建物貸付収入についての質問でございま

す。 

 こちらのほうは、認定こども園みなみせ

んりおか遊育園、１か所における貸付料で

ございます。こちらは、平成２６年８月に

開園したものでございまして、もともとは、

南千里丘の開発に伴う民間の集合住宅の

モデルハウスであったところでございま

す。 
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 次に、歳出で、民間保育所入所承諾事業

の中で、待機児童対策というところでござ

います。 

 午前中も、施設整備のところで説明させ

ていただいたんですけども、令和４年度に

つきましては、まずはこの４月に民営化す

るせっつ幼稚園、これを事業者のほうで、

園舎の建て替えをしていただくというこ

とで、こちらのほうは、開園のほうが令和

５年８月ぐらい、夏頃ということで予定し

ているところでございます。 

 あと、安威川以北、千里丘地域での乳児

のニーズが高まっているというところで

ございまして、安威川以北で小規模保育事

業、もしくは保育所の分園を整理していき

たいと考えております。 

 今後の目標といいますか、我々としまし

ては、やっぱり待機児童はゼロを目指して

まいります。 

 今、事業計画上、子ども・子育て支援事

業計画の中で、整備計画を立てているんで

すけれども、この施設整備の計画のほうは、

計画どおり進めている状況ではあるんで

すけども、やはり保育ニーズの伸びが予想

以上に伸びているところもございますの

で、その辺りは、柔軟にこの施設整備計画

を見直した中で、計画的に、また持続して

いきたいと考えております。 

 次が、子育て支援員養成研修の委託料に

ついてでございます。 

 こちらのほうは、子ども・子育て支援制

度に基づいて、保育や子育てに関心を持っ

て、その分野の事業で従事を希望される方

の知識や技術を習得するための全国共通

の研修でございます。 

 修了者は、一定の要件の下、保育士に代

わって、保育所等で従事することも可能と

なっております。 

 平成２９年度の事業を開始しておりま

して、今まで受講して修了していただいた

方が２６名ということでございます。 

 基本的には、保育所等で勤務されている

方、これを対象にしておりますので、ほと

んどの方は施設のほうで働いていただい

ていると認識しています。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 古賀課長。 

○古賀家庭児童相談課長 そうしました

ら、家庭児童相談課の庁用器具給付費につ

いて、答えいたします。 

 こちらにつきましては、令和３年度に執

務スペースの見直しを行いまして、これま

で人事課から職員一人一人に机を貸与さ

れていたのですけども、これを見直しまし

て、フリーアドレスのデスクを３台購入い

たしまして、それに合わせまして、キャビ

ネットも１２台購入いたしまして、令和３

年度は備品購入費が膨らんでおります。 

 このフリーアドレスを購入いたしまし

たことによりまして、会計年度の職員も出

勤日が異なりますので、その空いたデスク

に管理職員が座りまして、よりミーティン

グもしやすくなりましたし、・自由に机を

フリースペースとして利用できますので、

より効率的に事務を進めていくような形

で、改善したところでございます。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、子ども食

堂の件についてでございます。 

 委員がおっしゃられますように、補助金

の創設も北摂の中では遅れておりまして、

本市が最後となっております。 

 そこで、他市の状況もしっかりと聞いた

中で、これから補助要綱もしっかりとつく

り込んでいきたいと考えておるところで

ございます。 
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 特に衛生面でありますとか、安全面のと

ころ、こちらにつきましては、国のほうか

ら一定留意点ということで、通知等も来て

いるところもございますし、また、他市で

どういう取り組みをしているのか、そうい

うところをしっかり再度情報収集をした

中で、ネットワーク、現在活動されている

ところもありますので、そういうところで、

しっかりと情報共有は図れるようにして

いきたいというところと、また、補助して

終わりではなくて、やはり実際に、どうい

う運用をされているのか、安全面、衛生面

というところ、まだまだ知識が少ないとこ

ろではありますけども、始める前に、保健

所等で助言をいただくとか、そういうこと

をしながら、活動されている団体にも、や

はり伝えていきたいとは考えております。 

 それと、学童保育室の増設等について、

高学年全てに対応できるかというところ

でございますけども、現状では、小学６年

生までは難しい状況です。今、子ども・子

育て事業計画の中でも、高学年保育の中で

は、小学４年生の実施という計画を挙げて

おるところでございまして、その小学４年

生の人数でいきますと、今回、至急に取り

組まないといけない小学校が、摂津小学校

と三宅柳田小学校と味舌小学校というこ

とで進めております。それと、今後は児童

数が少なくなるというところも見込めば、

実施年度に差がありますけども、場所の確

保については、見通せているんではないか

と考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、保育士

等の処遇改善に係るご質問でございます。 

 こちらの補助金なんですけれども、その

補助額につきましも、公定価格の配置基準

上、調理員とか事務職員も含めたものなん

ですけれども、それに基づいて、算定する

ことになります。 

 施設が独自で加配している職員に対し

ても、賃金改善が可能という形になってま

して、実際の賃金改善に当たっては、施設

のほうで判断できる。柔軟な判断ができる

ということです。 

 ですので、職員が多く加配しているとこ

ろほど、もしみんな分配するとなると、一

人当たりの上げ幅が小さくなってしまう。 

その３％程度というのは、月額９，０００

円と言われているんですけれども、そうい

った柔軟な対応ができるという仕組みに

なっております。 

 こちらは、施設のほうから計画を出して

いただいて、実績も提出していただきます。

その中で、我々としましても、しっかりと

処遇改善面、職員のほうの賃金に反映され

ているかどうか、ここは確認してまいりた

いと考えております。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 補正の学童保

育室の運営業務委託料についてでござい

ます。 

 こちらにつきましては、当初予算の中で、

支援を要する子どもたちに対する支援児

加配の指導員の予算計上もしております。 

 ただ、実際、支援を要する子どもたちが

何人入ってくるかが、なかなか難しい、積

算では難しいところがありますので、これ

までの入室の様子を見て、少し増加分を見

て、当初予算を計上しておりまして、今回

につきましては、実際計上した額よりも、

予定していた支援を要する子どもたちの

数が少なかったということで、それに対す

る支援児加配が必要なかったということ

で、減額のほうさせていただいております。 
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○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。 

 それでは、２回目、要望も含めて質問さ

せていただきます。 

 一つ目、建物貸付収入について、みなみ

せんりおか遊育園の１園だけ貸付料をい

ただいているということです。 

 ずっと質問させていただいている中で、

民間保育園はほかにもいっぱいある中で、

何でここの１園だけ貸付料をいただいて

いるのか、最初の募集要項でそういう取り

決めになっていたとおっしゃっておりま

したが、ほかの園に関しても、市の土地を

貸しているところ多々あります。ちゃんと

契約どおり、遂行していくべきじゃないか

という話はさせていただいていました。 

 やはり不公平感が出てきてまして、その

辺りもう一度見解だけ、２回目教えていた

だけたらと思います。 

 二つ目です。民間保育所等の分に関して、

せっつ幼稚園をこども園化して整備する

というのは、従前から聞いておりまして、

計画どおり進んではいるが、ニーズが伸び

ているため、計画変更を考えないといけな

いかもしれないというような答弁だと思

います。 

 そこで、お伺いしたいのが、今までの質

問の中でも出ておりましたが、待機児童を

解消するためには、保育園を建て、さらに

今不足している保育士を確保していかな

いといけない。例えば、金額的に出るか分

からないんですが、一人の子どもをお預か

りするのに、いったいどれぐらいの費用が

投入されているのか、２回目お伺いしたい

と思います。 

 ３点目です。子育て支援員に関してなん

ですが、平成２９年度から２６人が受講さ

れて、大体の方が働かれているということ

でした。 

 これ、前回もお聞きしてますが、結局保

育士になっていただかないことには、国の

基準を満たすことができません。結局、子

育て支援員が１００人いようが、２００人

いようが、国の基準を満たすことはできな

いわけです。多くの子どもたちをお預かり

することができないわけです。補助してい

ただくという部分に関しては、かなりあり

がたいのは理解するんですけども、そのた

めには、子育て支援員の方に、保育士にな

っていただく努力が必要じゃないかと思

うのです。この２６名の方から、保育士に

なられた方とかというのはいらっしゃる

のか、また、どんなアプローチをされてい

るのか、２回目お伺いしたいと思います。 

 続きまして、家庭児童相談事業です。 

 職員がふえて、人件費がふえた分、何か

別の項目で削られているんじゃないかと

いう不安があったんですけど、そういうわ

けじゃないということで、安心しました。

今後、かなり力を入れていかないといけな

い事業だと思います。もう多岐にわたって、

質問もされていますし、要望もお伝えさせ

ていただいていますので、この場では、そ

こまで言いませんけども、本当に同じよう

なことのないように、しっかりとやってい

ただきたいと、要望しておきます。 

 続きまして、子ども食堂に関してです。 

 何が言いたいかと言いますと、やってい

らっしゃる方のニーズもあるわけです。本

当に困っている人たちにやってあげたい

であるとか、一人一人の思いがあってボラ

ンティアでやっていただいているのです

から、やっぱりそこのところを酌んであげ

ないといけないといけません。貧困で満足

な食事ができないご家庭に、子ども食堂の

人がその家庭に配達するようなことは、な
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かなか難しいわけですよね。個人情報の兼

ね合いもありますし、そういうところの橋

渡しであったりとか、そういうのを市とし

て課を超えて、連携してやっていっていた

だきたい。支援方法というのを総合的に考

えていただきたいと思っております。 

 子ども食堂をやめるときは、もう嫌悪感

を覚えてやめてしまうというのが、他市の

事例としてよく聞いてますので、そういう

ことがないように、しっかりと橋渡しをし

ていっていただきたいと思っております。

これは、もう要望としておきます。 

 続きまして、学童保育室の増設です。 

 現状では小学４年生までが対象と聞き

しました。ただ、一方で、児童が少なくな

るので、今後は場所の確保も見通せるとい

う話なんですけど、一方で、市というのは、

人口減少を嘆いているところもありまし

て、どうにかして働く世代の人口をふやし

ていきたいというところもあるわけです。

人口増が、もしかなってしまえば、これは

計画が破綻するというわけで、ちぐはぐに

なってしまいます。そこら辺をしっかり考

えてやっていくべきじゃないんかと思う

のですけど、その辺りの考え方も含めて、

２回目教えていただけたらと思います。 

 続きまして、７番目の保育士処遇改善臨

時特例補助金に関してです。 

 アップした分の分配は施設の判断によ

るということで、全員確実に賃金が３％上

がっているから分からないというところ

で、びっくりしたのですが、しっかり観察

していかれるということなので、今後いろ

いろ改善というのは必要だと思いますん

で、また、結果が出ればご報告いただくよ

う、これも要望とだけとしておきます。 

 ８番目、学童保育の運営業務委託料に関

して、内容に関して理解しました。予算が

減っていますんで、コロナで何か減ったの

かと、そういうところを危惧してたんです

けれども、そういうわけじゃなくて、ただ

単に予算の執行がなかった分という形で

お聞きしたので安心しました。 

 ２回目は以上です。 

○弘豊委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 まず、建物の貸付

収入についてでございます。 

 みなみせんりおか遊育園については、事

業者を募集するというときに、貸付料を頂

くということを条件にしているというこ

とで、開園当初から貸付料をいただいてお

ります。あとは、民営化とか山田川公園の

一部を活用した保育施設の整備、そのとき

の事業者を募集する際には、建て替え、も

しくは新築ということが伴いますことか

ら、一定期間の無償期間を設けているとい

うことでございます。また、ほかにも、古

くは昭和５０年代から土地を貸し付けて

いるというものもございます。それぞれ事

情は異なるんですけれども、これまでも、

有償化に向けて、法人とはお話をさせてい

ただいておるところです。今後も、引き続

き有償化に向けてご理解いただいた中で、

貸付けについて有償化していきたいと考

えております。 

 次に、待機児童解消のため一人当たりど

れぐらいかかっているのかというところ

でございます。 

 なかなか一概に言うのは難しいところ

ではあるんですけれども、例えば施設整備

の補助金については、定員数によって補助

金のほうは変わってまいりますし、子ども

一人の保育に必要とされる費用、公定価格

なんですけれども、これについても定員に

よって変わってくるということでござい

ます。一つの例としてですけれども、市内
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にある定員９０名の保育所、例えばゼロ歳

児を預かったら民間保育所に対して、支払

う費用としては、１か月分としては２０万

円から２５万円ぐらいのところでござい

ます。 

 次が、子育て支援員研修についてでござ

います。 

 この子育て支援員、一定の要件の下、保

育士に代わって保育所等で働くことは可

能です。そのほかにも、保育士のやはり業

務の負担の軽減にはつながっているもの

と考えております。その中で、その中から

保育士になった方がいるのかということ

ですけれども、ここは、調査のほうは行っ

ていないというような状況です。同じく、

アプローチについても行っていないとい

う状況です。 

 以上です。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

〇石原次世代育成部参事 学童保育所の

建設についてでございます。 

 なかなか将来の入出児童数の見込みを

出すというのは本当に難しいところでは

ございますが、現状で入出率でありますと

か、今後の子どもの推移を見た中で、今回、

建設のほう予算計上させていただいてい

るんですけれども、ほかに、やはり今、本

市においては、保育所の入所率というのも

やはり高いところでもございますので、子

どもの数が減ったとしても、当分の間はそ

のまま保育所から小学校に上がってこら

れるお子さんが多いので、その間は高い位

置で推移するのかというところで考えて

おります。現状のところ、喫緊で必要なと

ころの建設を、今回、計上させていただい

ております。できるだけ今後を見込んで、

最大の建物を建てるという考え方もあり

ますし、やはり逆にその見込みを間違えま

すとガラガラになってしまうということ

もありまして、非常に難しいところではご

ざいますが、現状では、喫緊で必要なとこ

ろ、先ほど委員がおっしゃられましたよう

に、子どもをふやす施策を取らないといけ

ない一方で、現状では減少しているという

ところも見込んで、今回、建設のほうの予

算計上を出させていただいているところ

でございます。 

○弘豊委員長 三好委員。 

〇三好俊範委員 ありがとうございます。 

 １点目の施設利用料、土地の分にも言及

していただいてのお話をいただいたと思

うんですけど、不公平のないように、やは

りもらうものはもらっていただいて、その

いただいた分を子どもたちのために使っ

ていただくという形で還元するというな

ら問題ないと思いますから、何か方策がな

いか、引き続き粘り強く交渉をしていただ

くよう要望としておきます。 

 二つ目、待機児童解消の件です。これも

ずっと前からずっと言わさせていただい

ている話ですけど、少子高齢化の中で、保

育所を建てて、保育士を雇ってと、新しい

施設をつくっても、いつかニーズがなくな

ったときに使い方に困るという話もされ

ていたと思います。だから慎重に進めてい

かないといけない部分があるとおっしゃ

っていた中で、前からずっと申し上げてい

ますとおり、保育所をふやす、保育士をふ

やすという施策も、必要だとは思うんです

けれども、一方で、ご自宅で見ていただく

ための施策というのも大事だと私は思っ

ています。以前、提示させていただいた、

他市での事例であるとか、自宅で見てもら

うために、例えば給付金のような形でお金

を渡すこともできるわけですよ。それを活

用してベビーシッターを手配したりもで
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きます。また、今後、考えていかないとい

けないことなんですけれども、他市の事例

でも、そういうことをやっている市がある

とも聞いています。多大な予算をかけて施

設をつくってというのも時間がかかる作

業ですし、摂津市のニーズというのは、も

ちろん調査しないといけないですけれど

も、アンケートを取ってそういう給付金が

あれば、保育所に預けなくて自宅で見るこ

とができるようであるとか、そういう需要

が仮にあったとして精査すれば必然的に、

保育所に行く子どもたちが減るわけです

よ。その分定員に余裕が出て、どうしても

保育所に入れたい人に入ってもらえる。例

えば一定の支援があれば、自宅で見たいと

いうニーズもあると思うんです。そういう

ところで需要を埋めていただく。やり方を

変えて、そういった別の観点ももう一度見

詰め直していただきたいと思っています。

そういう別のお考えがあるのかだけ、もう

一回お聞きしたいと思います。 

 ３番目、子育て支援員に関して、保育士

になってほしいというアプローチもして

いないということです。もちろん働いてい

る方の自由ではありますが、そこに関して

はアプローチしてもいいのかと思います。

ただ、やっぱり、やるからには何か補助的

なものも必要でしょうし、その辺りも複合

的に考えていただいて、保育士増を目指し

ていただきたいと思っております。これは

要望としておきます。 

 学童保育室の部分です。 

 これに関しては、村上委員からもありま

したけど、できるところからやっていって

ほしいと以前言わさせていただいて、そん

なふうに動いていってくれているようで

評価はいたします。ただ、後になって結局、

無駄になってしまったという工事にだけ

ならないようにしていただきたいが１点

です。やっぱり将来的には高学年も受け入

れていくというのは、ずっと言っていただ

いています。学童保育のニーズがふえてい

て、ある程度、先を見越した試算もできる

という話で、ただただ受け入れ体制を大き

くしても、最終的に減少していくことを考

えると難しい話であるというのは理解で

きるんです。しかし、他市では学年延長と

か、土曜保育はできていることですので、

しっかりやっていただきたいと思います。

繰り返しますけど、空き教室とかを利用し

て、やれるところからやっていくというと

ころに方向転換していただいたのは本当

に評価いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

 ３回目、以上です。 

○弘豊委員長 それでは、浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、保育所

に預けるかわりに家庭で保育した場合の

給付金そういった制度があるのかという

ところでございます。私も以前、ホームペ

ージ等で調べたんですけれども、確か黒部

市であったと思うんですけれども、家庭で

祖父母等が保育した場合に、給付金を支給

するというような事業をされていたかと、

制度の仕組みとしては可能ではあるとは

思います。おっしゃっていただいた、そう

いったニーズが本当にあるのかというと

ころも含めて、慎重に検討する必要がある

のかとは思います。 

○弘豊委員長 三好委員。 

〇三好俊範委員 他市の例も少ないとは

思います。自宅で見ていただいたほうが、

ある程度の金額を給付金として渡しても、

費用対効果でいうと、いいのではないかと

思います。費用対効果とニーズを調査する

ため、例えばアンケートとかを今後取って
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いってもいいと思いますんで、それに対し

てのニーズがあるんであれば、前に進む勇

気をもっていただきたいと、これも要望だ

けにしておきます。 

 以上で終わります。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

〇嶋野浩一朗委員 私も何点か質問させ

ていただきたいと思います。 

 まずは、これは多くの委員の方がおっし

ゃっておられますけれども、民間保育所等

入所承諾事業でございます。 

 摂津市の場合は確かに今、待機児童が発

生しているという状況にありますけれど

も、その中で、保育士が思うように集めら

れなくて、結果として待機児童が発生して

いる。つまり保育士さえしっかりと確保が

できれば、もう少し子どもを預けられる環

境はあるんだけど、うまく確保できないと

いったところが続いてきたと思います。 

 １回目といたしましては、現在の状況、

また、令和４年度当初の状況がどのような

ものであるのか、１回目でお聞かせをいた

だきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 続きまして、予算概要の５６ページにな

ります。 

 市立児童発達支援センター運営事業に

ついて、お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 まずは比較的軽度の発達障害をもった

児童につきましては、運動療法をいろいろ

と工夫することによって、いわゆる発達の

おくれが段階的に解消していくんだとい

ったことが、かねてから言われていたわけ

なんですけれども、現在どのようにそうい

うアプローチをされているのか、お聞かせ

いただきたい。 

 それと、もう１点ですが、これは二、三

年前から始まったかと思っているんです

けれども、各園に臨床心理士なんかが巡回

をして、その結果、発達に関して一度詳し

く診てもらった方がいいとのアドバイス

等があって、支援につなげていくような取

り組みがあったと思うんですよ。これは令

和４年度も続けていかれるのか。この点に

ついても、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 同じく、予算概要の５６ページで、家庭

児童相談事業について、これも多くの委員

の方々が触れておられますけれども、私か

らもお聞かせいただきたいと思います。 

 前年の非常に悲しい事件があってから、

摂津市として、非常に迅速に取り組みをし

ていただいたと私も感じておりまして、そ

の点につきましても非常に心強く思って

おります。その中で、お二人のスーパーバ

イザーの方に就任をしていただいて、今ま

でと違った形で、ご意見もいただいている

のかと思います。ＮＨＫの番組は私も拝見

をさせていただきましたけれども、その中

で、そのスーパーバイザーのお一人の方が、

子どもと直接会えているときこそ、注意し

て見るべきなんだというようなお話をさ

れておられました。そういった様子が、テ

レビでも放映されていました。改めて、こ

のお二人のスーパーバイザーの方にお越

しいただいて、今までと違った気づきがあ

ったのかどうか。また、令和４年度以降、

さらにいろいろな取り組みを進めていく

わけなんですけれども、摂津市として、今

後この虐待防止について、どのような効果

を期待しながら事業を進めていくのか。ま

た、仮称保育ソーシャルワーカーという新

しい役割も加わるわけでございますので、

それぞれの詳しい役割についてもお聞か

せいただきたいと思いますので、よろしく
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お願いいたします。 

 それから、同じく、子ども食堂のことに

ついても多くの委員が聞かれておられま

した。西谷委員の質問で、今７か所の子ど

も食堂があるというお話がございました。

その中で、子ども食堂といったものも、い

ろんな性格があるんだろうと思うんです

よ。村上委員もおっしゃっておられました

けれども、この子ども食堂の始まりは、子

どもの貧困ということに対して、しっかり

と支援をしていこうということがきっか

でスタートしたと。それが、そこだけにと

どまることなく、地域の中での一つのコミ

ュニティをつくっていくというような要

素も加わってきているのかと思うんです。

今、改めて摂津市の７か所の子ども食堂を

眺められたときに、どのようなことになっ

ているのか、また、今後行政として、どの

辺りに注目をして、この子ども食堂を広げ

ようとされておられるのか、そこら辺につ

いても、今後の展開をお聞かせいただきた

いと思います。 

 それから、予算概要の５８ページです。 

 オレンジリボンキャンペーンのことな

んですけれども、このキャンペーンは相当

以前から１１月にされておられまして、こ

れは恐らく多くの市民の方々が、そういう

キャンペーンをされている様子をごらん

になっていると思います。改めて令和４年

度で、何か今までと違った取り組みがある

のか。ぜひ、その点についてもお聞かせを

いただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 それからこれも、先ほどから出ていたん

ですけれども、認定こども園管理運営事業

の中で、とりかいこども園に、いわゆる児

童センター機能を交えた複合施設の予定

がありますよね。午前中の質問をお聞きし

ておりますと、もう既に測量にも入ってお

られて、基本設計も少しずつ進めておられ

るんだというお話です。この複合施設の中

身については、おおよそもう決まっていっ

ているのか、そこら辺のスケジュール感に

ついても、お聞かせいただきたいというよ

うに思っております。これは村上委員もお

っしゃっておられましたけれども、高台の

まちづくりとの兼ね合いなんですけれど

も、この建物の近くを考えた場合に、確か

に鳥飼西小学校はありますけれども、近所

にそう高い建物がないと思います。この新

たな複合施設は、垂直避難するときの一つ

の拠点というか、安心を提供できる場所に

なっていくと考えると、地域の方にとって

も、開放していくお考えなのか、そこら辺

についても、お聞かせをいただきたいと思

います。 

 それから、予算概要の６８ページ、子育

て世代包括支援事業についても、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 まずは妊娠届を出される際の全数面接

をしていただいていると思いますけれど

も、その中で具体的にどのようなことをさ

れているのか、また、この取り組みは今ま

でやってきた中で、何か変化等があったの

かどうか、そこら辺についてもお聞かせい

ただきたいと思うんです。 

 それから、個別ケースへのスーパーバイ

ザーの配置といったことも、予定をされて

いると思いますけれども、その点について

もお聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、母子健康診査事業の中で、

一つは、視力屈折検査機器の導入でござい

ます。 

 私は、この取り組みは、非常にありがた

いと思っております。これも、先の質問の

中で出ておりまして、３歳半健診の際にラ
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ンドルト環検査だけではなくて、この機具

を使って弱視があるのかどうかを調べて

いくというお話でございました。その３歳

半健診以外でも、この機器を使ってお子さ

んの弱視の疑いについて検査ができるよ

うな状況にあるのか、お聞かせいただきた

いというように思っております。もしこの

検査によって弱視の疑いがあるという場

合には、病院に紹介状を書いていくという

ような答弁がありました。この近隣で詳し

い検査ができる病院がどの程度あるのか、

そこで矯正が必要になった場合には、保険

適用はあるのかという点についても、お聞

かせいただきたいと思いますので、よろし

くお願いを申し上げます。 

 それから、詳細な検査が必要になったと

いう場合に、そこに対する補助等もあるの

か、その点についてもお聞かせいただきた

いと思います。 

 最後に、予算概要の１１４ページになり

ます。 

 就学前教育推進事業の中で、令和４年度

に手引きの改正を予定されているという

ことなんですけれども、その主な視点はど

こにあるのかお聞かせいただきたいと思

います。 

 １回目の質問は、以上でお願いいたしま

す。 

○弘豊委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、入所承

諾事業の中で、保育士の確保と通知の問題

でございます。 

 午前中にも、公立の認定こども園運営事

業のほうで、保育教諭の派遣委託を計上さ

せていただくということで説明させてい

ただきました。 

 市内の民間施設、多くの施設では、保育

士の確保が難しいといった状況も聞いて

おります。人材派遣会社にお願いしてもそ

こに登録されている保育士もいない。お願

いしても派遣してもらえないといった状

況も起こっております。これ全国的な課題

であるとは思うんですけれども、市内でそ

れによって定員割れを起こしている施設

も複数あるというような状況でございま

す。 

○弘豊委員長 木下部参事。 

〇木下次世代育成部参事 それでは、発達

障害の子どもに対する支援の方法につい

てのご質問にお答え申し上げます。 

 児童発達支援センターにおきましては、

様々な職種の専門職を配置しております。

保育士、言語療法士、作業療法士、理学療

法士などがおりまして、これらの職種の者

が支援計画を立てながら子どもの、もしく

は、そのご家庭の様子を、十分にその状況

に応じた支援計画を立てまして支援を行

っているところでございます。必要に応じ

て心理職が発達検査を行って、その状況を

確認したりといったこともしてまいって

おるところでございます。また、必要に応

じて病院や医療機関、ほかの療育機関など

専門のご紹介などもさせてもらっており

ます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 保育所等への臨

床心理士による巡回でございます。こちら

につきましては、令和４年度についても継

続して実施していく予定です。障害児保育

の対象の児童ほか、施設で気になる子、そ

ういった子の支援の在り方について、助言

をいただいているところでございます。 

○弘豊委員長 古賀課長。 

○古賀家庭児童相談課長 そうしました
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ら、スーパーバイザーの配置の件ですけれ

ども、スーパーバイザーには、職員の知識

レベルだけでは対応が難しい、処遇困難ケ

ースをメーンに助言をいただいておると

ころでございます。先ほど委員からありま

したとおり、保護者への接触がうまくいっ

たケースとかとなると、どうしてもその裏

に潜む虐待とか、その辺りを見過ごしてし

まう部分があるんですけれども、アドバイ

ザーからは、子どもへのアプローチも大切

にするようにというような助言もいただ

いております。親から暴力を受けるその背

景には、子どもがうそをつくといったこと

も、子どもがうそをつくというのは、親か

らの暴力からの防御というようなことも

ありますので、そういったお子さんに対し

ては、スクールカウンセラーにつないだり

といったようなケースもございます。 

 それと、令和４年度のスーパーバイザー

の取り組みといたしまして、現在、考えて

おりますのが、臨床心理士の先生につきま

しては、日々入ってくる通告のインテーク

ですとか、また、初期対応の部分について、

引き続き助言をいただきたいと考えてお

ります。 

 それと、弁護士のスーパーバイザーにつ

きましては、月に１回開催しております要

保護児童対策地域協議会の新規受理会議

にも参加いただいたり、また、個別ケース

検討会議といった対応が困難なケースの

会議につきましても、アドバイスをいただ

きながら、対応していきたいと考えており

ます。 

 それと、仮称保育ソーシャルワーカーの

役割でございますけれども、これにつきま

しては日々巡回で、保育所等の連絡を密に

行って、積極的に市のほうから、子どもの

状況を確認を行うことで、より早期に要保

護児童の状況をキャッチしていくという

ことで考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

〇石原次世代育成部参事 子ども食堂の

件でございます。 

 今、７か所、把握しているところではご

ざいますが、全てどういった趣旨といいま

すかで行われているか、全てを把握してい

るわけではございませんけれども、何か所

か行ったところで言いますと、社会福祉法

人では介護施設のほうでやられていると

ころがありまして、地域の民生委員とか、

そこの施設の方、また、そこに入所されて

いる高齢者の方と一緒になって食事をし

たり、また、将棋を指したりとか、ある意

味、多世代の交流みたいな、そういう活動

をされておられるところもあります。今後

どのようなところを目指していくかとい

うところになりますと、先ほど申しました

ように、やはり貧困対策だけではなくて、

やはり地域のつながりというところ、孤立

を防ぐというところ、そういうところを大

事にしていきたいという行政の面での役

割と、一方で、やはり子どもたちにとって、

ほっこりする場所といいますか、安心して

笑顔あふれる場所になれるような居場所

であってほしいと考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 古賀課長。 

○古賀家庭児童相談課長 そうしました

ら、オレンジリボンキャンペーンの件でご

ざいますけれども、これまで市のほうは、

パネル展示等、啓発を中心に行ってまいり

ましたけれども、令和４年度につきまして

は、先ほども申し上げましたように、みし

ま子育てネットが、主催されるオレンジリ

ボンフェスタに参画したいと考えており
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ます。現在、予定といたしましては、１１

月にコミュニティプラザを借りまして、そ

こに子育て支援団体の出展ブース等をだ

したり、ちょっとした飲食ができたり、お

母さんがほっこり癒しができるような場

所であったり、お子さんが楽しめるような

ブースも設けたり、体験などで参加をしな

がら、その中で児童虐待防止を啓発できる

ような取り組みを予定されておられます。 

○弘豊委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、とりか

いこども園についてでございます。 

 どういった中身かということなんです

けれども、あくまで現在は、検討段階とい

うことでお聞き願えたらと思います。今、

検討している中で、やはり１階、２階を認

定こども園として整備したいと考えてお

ります。定員のほうは、現在の定員をもっ

ていきたいと考えております。３階建てに

したいと考えておりまして、３階部分に児

童センターをもっていきたいと考えてい

るところでございます。 

 この施設を地域の方の避難場所とする

のかどうかというところでございます。こ

れもあくまで検討中ということですけれ

ども、想定する最大の浸水に対しては、先

ほど申しましたように、認定こども園の園

児については、２階に垂直避難すると。３

階部分は日ごろから地域に開放している

部分ではありますので、そこに地域の方が

避難できる。そういう形も考えられるとい

うところで、今、検討しているところです。 

○弘豊委員長 坂本課長。 

〇坂本こども出産育児課長 それでは、子

育て世代包括支援事業の妊婦全数面接の

内容についてご答弁申し上げます。 

 妊婦全数面接につきましては、従前から

実施しておるものでございまして、その内

容といたしましては、アセスメントシート

を使用いたしまして、七つに分類をしてお

りますが、七つ申し上げますと、一つは生

活歴、一つが妊娠に関する事柄、一つが心

身の健康、一つが経済要因、一つが家庭環

境、一つが支援者等、最後に、その他とい

う七つに分類をした説明とシートを用い

て、妊婦の状況であったりとか、妊婦の支

援者に関わる方の状況であったり等を把

握いたしまして、そのアセスメントシート

に基づき、その妊婦のリスクを把握いたし

まして、支援が必要な方がいらっしゃれば、

保健師のほうから働きかけを行っている

という状況でございます。実施している中

で、変化があったのかというところでござ

いますけれども、基本的には大きくは変わ

ってはおりません。ただし、そのアセスメ

ントシートの中でお尋ねする内容という

のは、更新をしているところでございます。 

 続きまして、個別ケースへのスーパーバ

イザーの配置についてでございます。 

 次世代育成部において、令和２年度の機

構改革に伴いまして、子育て世代包括支援

センターを設置いたしまして、切れ目のな

い対応を実施しているところでございま

すけれども、出産育児課に所属いたします

保健師等が、その窓口として様々な業務に

従事、対応を行っているところでございま

す。ただ、近年、その内容が非常に複雑化

しておりまして、確実で素早い判断が、こ

れまで以上に求められておりますので、保

健師の資質の向上のために、豊富な見識、

知識をもった方にスーパーバイズをいた

だきたいというところでございます。 

 続きまして、母子健診の中の３歳半健診

のスポットビジョンスクリーナーについ

てのお問いでございます。 

 こちら３歳半健診以外でも、機器が使え
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る状況にあるのかというお問でございま

したけれども、市で購入を予定しておりま

すのが一台となっておりますので、３歳半

健診のみでの使用を想定しております。近

隣で詳しい病院があるかというところな

んですけれども、こちらに関しましては、

基本的には一般の眼科で、治療できると聞

いておりますので、特にそういった専門的

な病院ということではございません。なお、

このスポットビジョンスクリーナーなん

ですけれども、眼科以外でも小児科のほう

でも置いているところがあると聞いてお

ります。 

 あと、保険適用についてですが、こちら

に関しましては、治療用のめがねを作ると

いうことであれば、保険適用があると聞い

ております。そちらに関しましては、その

方が所属する健康保険組合のほうから、装

具代として支給されると聞いております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 中川参事。 

〇中川こども教育課参事 就学前教育実

践の手引きについてのご質問にお答えい

たします。 

 この就学前教育の手引きの冊子は、平成

２３年度に作成されたものでございます。

そして市内の各学校・園に配布し、活用い

ただいているものと思いますけれども、作

成から１０年が経過しておりまして、平成

３０年度には新たな幼稚園教育要領、認定

こども園教育保育要領、保育所等保育指針

のほうが施行されておりますので、その内

容にのっとりながら作成は進めていきた

いと考えております。 

 先ほどご質問ありましたように、どのよ

うな視点をもって、この冊子を作り変えて

いくかというのは非常に重要なところだ

と考えております。改訂でございますので、

今の冊子のよいところ、目標、理念等はそ

のまま引き継ぎながら、就学前施設と小学

校の連携の部分、そして小学校との接続期

の部分、そして就学までにどんな力をつけ

といたらいいのかという、それをリスト化

して何とか冊子の中に組み入れて、５歳児

に特化した、ほかのゼロ歳児から４歳児の

ものももちろん掲載されているんですけ

れども、もう少し幼・小連携に特化した内

容を冊子に組み入れたいと、現在のところ

は考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

〇嶋野浩一郎委員 それでは、２回目、再

度質問、要望をさせていただきたいと思い

ます。 

 まずは、保育士の確保のところなんです

けれども、人材派遣会社にお願いをしても、

登録をしている保育士そのものが少ない

というお話でした。ついこの間、新聞で見

たんですけれど、かつて、プロ野球で大活

躍をした選手が、現役を退いて、その後、

球団に所属して、スカウトをやったりコー

チを務められ、それから球団もやめて第三

の人生として選んだのが保育士らしいん

ですよ。その方は球団を退団されてから、

専門学校だと思いますけれども通われて、

当時、やっぱり子どもに関わる仕事がした

いという思いはもっていたと。それで保育

士試験もクリアをされて、この４月に、保

育士として働き出すんだというような記

事が載っておりました。恐らく、これまで

保育士と言われると若い方が非常に多く

て、それはそれで意味があったと思うんで

すよ。しかし、いろんな方が子どもたちに

関わっていくということが、非常にまた別

の大きな意味があると、効果があると思っ

ております。特に今、人生１００年時代と
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か言われるわけで、今まで民間でしたら６

０歳定年のところを、どんどんとその定年

の年齢も延びてというようなことで、まさ

に生涯現役といいますか、しっかりと就労

することを、今までよりも長くするという

ような流れになってきているのかという

ように思うんです。そのことを考えたら、

例えば今、仕事についておられる方、ある

いは、もうすぐ定年を迎えようといわれる

方でも、次の段階として、子どもたちに関

わる仕事をしたいというような希望をも

っておられる方もおられるのかと思うん

ですよね。そういったこともＰＲして、ま

た新たな可能性が出てくるように、私はそ

の記事を見て感じたんです。何か保育士そ

のものを、今、見つけようと思って見つけ

られないという状況があるんであれば、今

まで、アプローチができなかった方々に対

しても、しっかりとアプローチをしていく。

そういった視点も必要なのかというよう

に思っておりますので、ぜひ、その点はお

願いをしたいと思います。 

 それと、保育士がなかなか確保できない

ということで、もし保育士がしっかり予定

の数を確保できておれば、待機児童の数は、

どうなっていたのか、そこら辺の数字が分

かりますかね。もし分かるようであればお

聞かせいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

 それから、児童発達支援センターのとこ

ろで、いろいろな専門家の方が携わってい

ただいているんだということを改めて感

じたところでございます。いろいろと子ど

もの神経系に働きかけるというのは、非常

に大きな意味があるようで、本当に軽度の

発達障害であれば、運動神経系に働きかけ

ることによって大変落ち着くというよう

な例もあるとお聞きしておりますし、引き

続き、いろいろな見地から、また新たな見

地も生まれてくるんだろうと思っており

ますので、ぜひいろいろとアンテナを高く

張っていただいて、子どもたちの発達にし

っかりと寄り添っていけるように、よろし

くお願いしたいと思っております。 

 それと、臨床心理士の方が、各園を巡回

していただいているという取り組みは、こ

れは非常に意味があったというようにお

聞きをしておりますので、令和４年度も続

けていただくということは非常に心強く

思っておりますので、しっかり引き続き、

意味がある取り組みとしていただきます

ように、要望とさせていただきます。 

 それから、スーパーバイザーの件なんで

すけれども、いろいろと今、古賀課長から

お話をいただきました。 

 令和４年度からは、初期対応への助言も

いただきたいというようなお話もござい

ましたし、実際に新規受理会議であったり、

個別ケース検討会議にも出席をしていた

だくということで、本当にこの取り組みは、

我々も非常に期待をしているところでご

ざいますので、しっかりと進めていただき

たいと思っております。 

 昨日の新聞だったんですけれども、警察

庁がいろいろなケースを細分化していっ

て、自動的に危険度を判定していくような、

そういった取り組みを始めるということ

が出ておりました。それが私はいいのかど

うか分かりませんし、それを自動的にする

ことによって、ひょっとしたら見落として

しまうケースもあるのかというように思

っております。最初の段階として、そうい

ったことも警察が導入していくようなん

ですけれども、そういった視点ももちなが

ら、でも、必ずどこかに漏れがあるんだと、

我々が気づいてないけれども、今、困って
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いる子どもがいるんだという視点で、しっ

かりと見ていくということも大事なこと

だろうというように思っております。ひょ

っとしたら隠れている虐待があるんじゃ

ないかということをしっかりと見ながら、

このことに当たっていただきたいという

ように思っておりますので、よろしくお願

いをしたいと思います。 

 それから、虐待の件については、また、

部長にもお聞かせいただきたいと思って

いるんですけれど、摂津市として、どうい

うスタンスでこういった問題に当たって

いくのかということが非常に大切だと思

っているんです。摂津市でのあの悲しい事

件以降、本当に耳を疑うような事件が相次

いでいると私も感じておりますし、恐らく

虐待といったものがなくなることはない

んだろうと思うんです。 

 今、こうしている間も、摂津市の中でも、

程度の度合いはありますけれども、間違い

なく虐待で苦しい思いをしている子ども

がいるだろうと思います。ただ、虐待によ

って重篤な事態を招かないといったこと

は、これは可能なわけであって、そこをし

っかりと明確にしていきながら事に当た

っていかないといけないと思っているん

です。 

 改めて橋本部長から、今後、虐待防止の

取り組みをしていくにあたって、まずは摂

津市としてスタンスをどこに持っていく

のかということを一度お聞かせいただき

たいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 それから、子ども食堂の件なんですけれ

ども、多世代での交流というような要素も

あるということでございます。今、この社

会のいろいろな問題の根底には、その一つ

として核家族化といったものがあるとい

うように思っています。本来であれば、そ

れぞれ家族で支え合っていくといったこ

とが今までされてきたわけなんですけれ

ども、地域の方々と世代を超えて交流して

いくということは、非常に大きな意味があ

ると思っています。ただ、子ども食堂の出

発は貧困問題であったというように思う

んです。その原点を忘れることなく、基本

的なスタンスは持つべきと思っています

ので、ぜひそういった視点も持ちながら、

今後、推移を見守っていただきたいと思い

ます。 

 それから、子ども食堂が７か所というお

話があって、実際に近くに子ども食堂がな

いような地域もあるわけですよね。そこに

ついては、今後、様々な団体にＰＲもして

いきながら、開設に向けて動いていかれる

んだろうというように思っています。本当

に各小学校区で一つずつやっていくのか、

そういったこともしっかりと見ながらや

っていくように、そこもしっかりと明確な

目標意識を持ちながらやっていただきた

いと、これも要望として申し上げておきた

いと思います。 

 それから、オレンジリボンキャンペーン

のことなんですけれど、なるほど確かに啓

発だけではなくて、令和４年度はイベント

も行っていく。また、子どもが楽しめる時

間というか、あるいは親子で安らげるよう

な時間もつくっていくんだというお話で

ございます。今、やっぱり大切なのは、あ

の事件を受けてから、摂津市として何があ

っても児童虐待については許さないし、社

会全体、まち全体でそういったことについ

ても関心を高めていこうということを訴

えかけるキャンペーンだというように思

っています。さらに、今、ご答弁いただい

たもの以外でも、１１月まで時間がござい
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ますので、いろいろと工夫を凝らして、す

ばらしいキャンペーンにしていただきた

いと、これも要望として申し上げておきた

いと思います。 

 続きまして、とりかいこども園のことに

ついて、あくまでも検討段階だということ

でありましたけれども、詳細をお聞かせい

ただきました。基本的に１階、２階につい

ては認定こども園としてやっていくと。定

員についても、今の定員をそのまま維持し

ていくということですよね。３階に新たに

児童センター機能を加えていこうという

ことなんですけれども、これは、以前、委

員会でお話をしたかも分かりませんけれ

ど、この児童センター機能を考える場合に、

摂津市内の各小学校で、子どもたちが放課

後にどのように過ごしているのかという

ことについてもしっかりと目を向けてい

ただきながら、児童センターをはじめとし

て、環境を整備していくといったことが大

切ではないのかと思っているんです。 

 今、私は第二中学校区に住んでおります

けれども、その中で鳥飼北小学校と鳥飼西

小学校があるわけなんです。鳥飼北小学校

区は結構都市公園が多いんです。子どもた

ちが小学校から帰ってきた後に、その公園

で例えばサッカーをしたりということは

よく目にもしますし、そういう環境にある

んです。 

 しかし、鳥飼西小学校区に行くと、都市

公園がないらしいんです。学校の先生がど

う言われているかというと、放課後に自分

たちの校区から出てほかで遊ばないよう

にと言われているらしいんです。要は小学

校区を越えると、いろいろトラブルもある

でしょうし、そういったことを防ごうとい

うことで、先生からのお言葉があるのかと

理解しているんですけれども、そういう状

況の中で、放課後に思い切り外で遊びたい

子どもについては、どこで遊んだらいいの

かというような声も聞くんです。だから私

は今回新たに児童センターをつくってい

ただくとなったときに、本当にその地区の

子どもたちの放課後の過ごし方としてす

ばらしいものになるのかという視点で見

ていただきたいし、そのために必要であれ

ば、また別の要素も加えたものをつくって

いただきたいというように思っています

ので、これも要望として申し上げておきた

いと思います。 

 それから、高台のまちづくりに関する点

についてもお話をいただきまして、よく分

かりました。３階は地域の方も使っていた

だけるということを、今、考えていただい

ていると。検討段階ですけれどというお話

でありましたので、ぜひその方向で進めて

いただきたいと強くお願いしておきたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それから、妊婦届のときの全数面接で、

アセスメントシートを使っていただいて

いるということです。２回目、お聞かせい

ただきたいのは、そのアセスメントシート

を用いることによって、具体的にこの方に

はこういうサービスにつなげていくべき

だということについて、しっかり判断され

ておられると思うんですけど、その点につ

いてもう一度お聞かせいただきたいと思

っております。リスクの判定もされておら

れるということなので、そこでこの方はし

っかりと見守りをしていく必要があると

判定されるケースについては、もちろん庁

内の各担当部署にもつないでおられると

思うんですけれども、その点の流れについ

ても、２回目でお聞かせいただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたし
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ます。 

 それから、個別ケースへのスーパーバイ

ザーについても、専門的な見地からいろい

ろアドバイスいただけるということなの

で、これは非常に大きな取り組みだと思っ

ております。しっかりと進めていただきた

いと思います。どうかよろしくお願い申し

上げます。 

 続きまして、弱視の検査の話なんですけ

れども、できたら私は３歳半健診だけでは

なくて、違うところでも、それぞれのご家

庭で子どもが何かおかしいと感じたとき

には検査をできるような体制をつくって

いただきたいと思っているんです。先ほど

のご答弁の中で、小児科でも設置している

ところがあるということなので、その点を

しっかりとＰＲしていただけると思って

おりますけれども、必要であるならば、市

で所有する台数もさらに充実させていた

だくこともぜひご検討いただきたいと思

っております。 

 私はこの取り組みにつきましては、非常

にうれしく思っているんです。個人的な話

になってしまいますけれども、私の大学生

の娘が、かつて幼稚園へ行っているときに、

視力検査なんかをしたら全く問題なかっ

たんです。だからそのまま見過ごしていた

んですけれども、あるとき自分から何か見

えにくいということを言ったので、念のた

めに総合病院に行きまして、詳しい検査を

していただいたんです。そしたらその結果、

このままだと弱視になってしまうという

ことで、そこから矯正めがねをつけて、何

とかその状況は免れたというようなこと

があります。 

 そういった視点で見ていくと、結構、子

どもたちの周りに弱視で困っている方は

おられるんです。そういうことを見ている

と、何でもっと早い段階でこういったこと

ができなかったのかと、本当に親は悔やん

でおられますので、これは本当に私はあり

がたい取り組みだと思っております。さら

なる充実を期待しておりますので、よろし

くお願いしたいというように思います。 

 保険適用のことについてもよく分かり

ましたので、ありがとうございました。 

 最後に、就学前教育推進事業で、この冊

子の改訂のことについても触れていただ

きました。これも、以前、申し上げていた

んですけれども、実際に子どもたちは様々

な就学前の過ごし方をして、小学校１年生

として小学校に入ってくるんです。そのと

きに、例えば自分の名前は見たときには分

かるようにしてほしいとか、具体的に皆さ

んが分かるような目標を掲げるべきでは

ないのかと思っておりまして、そういった

ことも申し上げてまいりました。 

 そういったことについては、今回、しっ

かりと視点を持って、この冊子の改訂にも

取り組んでいただくのかというように思

っておりますので、非常に期待しておりま

す。引き続きよろしくお願いしたいと思っ

ております。このたびの要望として申し上

げておきたいと思います。 

 ２回目、以上でお願いします。 

○弘豊委員長 では、答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、待機児

童数についてのご質問です。 

 保育士がしっかり配置できていた場合、

待機児童がどのぐらいになるのかという

ことであると思います。 

 令和４年４月分は、今まだ入所調整これ

から入りますので、令和３年度の４月のも

ので申しますと、単純に計算できないとこ

ろもあるんですけれども、今、私の手元の
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資料でいろいろ確認していたところ、４月、

２４名の待機児童がいたんですけれども、

１０名弱が少なくとも減るのかという状

況でございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 橋本部長。 

○橋本次世代育成部長 令和３年８月に

発生しました事案を受けまして、またその

後、大阪府の検証委員会に参加する中で、

検証委員会の委員の中には児童虐待に対

応されてこられた専門家、医療関係者等い

らっしゃり、様々なご意見もいただき、検

証報告もいただいております。 

 また、庁内においても、虐待等防止ネッ

トワーク会議において再発防止に向けて

の改善報告書を頂いております。 

 そういった皆さんの非常に貴重なご意

見をいただいた中で、また、真摯な思いで

の意見をいただいた中で、家庭児童相談課

を中心として、今回早々にスーパーバイザ

ーを招聘して取り組んでおりますけれど

も、まだまだこれから取り組む課題はある

と認識しております。といいますのは、今、

古賀課長を中心にできるだけ多くの職員

でスーパーバイザーからの助言も受けて

おります。ただ、その受けた助言をしっか

り個々の職員が理解し、また、チームで理

解し、それを含めて伝承していくことが非

常に大事なことになってまいります。その

上で児童虐待の関係機関と対応していく。

その関係機関におきましては、まずは次世

代育成部において出産育児課がございま

す。出産育児課におきましても、保健師等

にはスーパーバイザーの助言を受けなが

ら、個々の努力、そして、対応を積み上げ

ております。また、外部の見守り機関にな

りますけれども、保育所を中心として小学

校、中学校等の見守り機関との連携の仕方、

コミュニケーションの仕方、一つ一つ丁寧

に積み上げていかないと、また同じことに

至ってしまいます。虐待防止の一番肝心な

ところは、早期発見、早期対応ということ

でございますので、そこにはしっかり対応

すること、また、関係機関が一番危険とみ

なしている意見をしっかり尊重して対応

していくこと、それをもって、また措置機

関であります吹田子ども家庭センターと

の連携は、しっかり取って、虐待防止の取

り組みを継続して対応していきたいと考

えるところでございます。 

○弘豊委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 それでは、アセスメ

ントシートを用いて、具体的にどういうサ

ービスをしているのか、また、リスクの判

定をした後、担当部署にどのようにつない

でいくのかというお問いに対してご答弁

申し上げます。 

 先ほど私のほうでご答弁申し上げまし

た七つの項目で構成されるアセスメント

シートで、チェックがどういったところに

入るかというところを見っていっている

わけでございますけれども、例えば心身の

健康のところにチェックが入れば、生まれ

てからの産後ケアであったり、産前産後ヘ

ルパーの制度のご案内をしたりとか、あと

保健師が訪問したりという対応を行って

おります。 

 また、支援者というところにチェックが

入ったとすれば、出産育児課のほうで所管

しておりますつどいの広場を紹介したり、

子育てサークルを紹介したりという対応

を行っておるところでございます。 

 リスクの判定をする中で、アセスメント

シートにチェックが多く入り、リスクが非

常に高いという判断をいたしました妊婦

に関しましては、特定妊婦といたしまして、
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家庭児童相談課に報告いたしまして、台帳

掲載をいたしまして、要保護児童対策地域

協議会として必要な見守りを行っておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ありがとうございま

した。 

 そしたら、まず保育士の話からさせてい

ただきますけれども、詳しい数は出ないけ

れども、大体１０名弱は待機児童が軽減で

きたんじゃないかというお話でした。とい

うことは、これ裏返してしまうと、しっか

りと保育士が確保されてなくても、残念な

がら待機児童は出ていったが現状として

あるんだろうと。それだけ特に千里丘地区

でニーズが高まっているということなん

だろうと思うんです。そこをどうしていく

のかということを考えたときに、保育所増

設させることだけが果たして適切なんか

ということについても、先ほど三好委員も

おっしゃっておられましたけれども、私も

思っているところなんです。 

 私は、観点がずれるかもしれませんけれ

ど、多世代の同居であり近居といったもの

を進めていくべきではないのかというよ

うに思っておりまして、そのことについて

は制度化もしていただきました。全てを保

育所で見守っていただくということだけ

ではなくて、やっぱり何か原点に返るでは

ありませんけれども、家族で支えながら、

子どもたちを育んでいくといったことも

大切なんだろうと思っております。 

 そのことを課長として何かできるわけ

ではないとは思っているんですけれども、

ぜひそういった目も持ちながら、待機児童

がふえているから保育所をふやすという

だけではなくて、子どもの今後の成長とい

うことを考えたときに、どのような環境が

よりふさわしいんだろうかといったこと

もしっかりと目を向けながら、事に当たっ

ていただきたいというように思っていま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、これも以前から申し上げてきた

んですけれども、摂津市の特徴の一つとし

ては、市内のあらゆるところに集会所があ

るということなんです。その集会所の使い

方ということについても、今後、様々に考

えていくべきなんだろうと私は思ってい

るんです。そういったところも使いながら、

そこは保育所の代わりになるわけではな

いんですけれども、例えばそこに地域の

方々が集まっておられて、子ども食堂の考

え方に近いものがあるかもしれませんけ

れども、そこで多世代の方が交流できると

いうようなことも行っていきながら、子育

てに対する様々な知識なんかも多くの方

が学べる環境もつくっていただきたいと

思っております。ぜひその点についても、

今後、よろしくお願いしたいと思っており

ます。 

 この点は以上で終わらせていただきま

す。 

 それから、家庭児童相談事業の中で、橋

本部長からお話をいただいて、部長の立場

からしたら、虐待はあるもんだとは言えな

いだろうと思います。 

 ただ、先ほど申し上げたように、私は虐

待といったものは必ず発生しているだろ

うし、今、こうしている中でも、虐待で苦

しんでいる子どもたちがいるんだろうと

思います。そのことをなくすことはできな

いと私は思っているんですけれども、虐待

によって重大な事態を招き、最悪の場合に、

幼い命を失うというようなことは絶対に

あってはならないことだと思っておりま
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すので、そういったところにしっかりと視

点を置いて取り組んでいただきたいと思

っています。 

 先ほど警察の話もさせていただきまし

たけれども、この問題については社会的に

も関心が高まっているでしょうし、本当に

我が事と思っていろんなところが動き出

すんだろうと思っています。 

 令和４年度から摂津市が取られる体制

については、私は非常に心強く思っていま

すけれども、ただこれが到達ではなくて、

さらに発展させることもできるでしょう

し、しっかりとその点についても目を向け

ていただきながら、しっかり取り組んでい

ただきたい。まさに摂津市が全国のモデル

になるような、そういう取り組みになるこ

とを期待しておりますので、どうぞ引き続

きよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、全数面接の件で、今、課長

からアセスメントシートを使ったいろい

ろなその後のアプローチのことについて

もお聞かせいただきました。 

 特定妊婦というように判定されたケー

スがふえている傾向にあるのか、その点だ

け分かればお聞かせいただきたいと思う

んですけれども、その点だけお願いできま

すか。 

○弘豊委員長 では、坂本課長。 

○坂本出産育児課長 それでは、特定妊婦

の数についてご答弁申し上げます。 

 特定妊婦の数ですけれども、時系列で申

し上げますと、令和元年度が妊娠届が８２

０ございまして、そのうち２３件、令和２

年度が８０１件中１８件となってござい

ます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ありがとうございま

す。 

 今、コロナ禍でいろいろと地域でのイベ

ントや、親子が触れ合うような機会といっ

たものが本当に減っていっています。その

中で、今やっている子育てが本当に正しい

のか、特に第１子の場合はいろいろと心配

になることもあるんだろうと思うんです。

先ほどお話をしましたけれども、核家族化

が進んでいく中で、地域での孤立化も進ん

でいって、それが、結局、何か子育てで重

篤な事態を招くというようなこともある

わけなので、ぜひアセスメントシートを有

効に使っていただいて、本当に、今、子育

てで困っておられる方にしっかりと手を

差し伸べられるようなきめの細かい取り

組みをお願いしたいと思います。 

 特定妊婦と認定された具体的な数につ

いてお話をいただきまして、例えば令和元

年でしたら８２０件の妊娠届が出た中で、

２３件、令和２年度では８０１件中１８件

ということで、これは決して少なくない数

だと思っています。こういった取り組みの

重要性は非常に大きなものがあると思っ

ていますので、しっかりとしていただきた

いと強く期待いたしまして、質問を終わら

せていただきます。 

○弘豊委員長 以上で次世代育成部に係

る質疑は終わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後２時５４分 休憩） 

（午後２時５５分 再開） 

○弘豊委員長 再開いたします。 

 本日の議事はこの程度にとどめ、散会し

たいと思います。 

（午後２時５６分 散会） 
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